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国民年金第３号被保険
者に係る未届期間の確
認漏れについて

東京 渋谷 H1.6.1 H21.5.27

平成元年６月、昭和６１年４月１日から第３号被保険者と
して管理されていた被保険者の記録に、昭和６２年４月１
日付資格喪失及び昭和６３年１月１８日付３号Ａの記録追
加処理を行った際、被保険者の配偶者が昭和６３年９月１
日から５日まで厚生年金未加入であることを確認しなかっ
たため、当該期間が３号未届期間となっていることを見落
とし、記録の訂正を行っていなかった。
　また、平成４年４月に障害基礎年金の裁定請求（初診日
平成元年８月５日）を受付・審査した際にも、当該３号未
届期間が存在しているにもかかわらず、保険料納付要件を
満たしているものと誤って判断し、そのまま裁定処理を
行っていた。
※保険料納付要件を満たさないとした場合の障害基礎年金
過払い額：１４，７８９，０００円

○記録追加処理を行った際に、配偶者の厚生年金加入状況
の確認が不十分であったため、厚生年金未加入期間がある
のに気付かず、被保険者に被保険者記録を訂正する届出の
提出を指示しなかったこと。
○平成４年４月に障害基礎年金の裁定請求書を受付した
際、配偶者の厚生年金加入記録の確認が不十分であったた
め、保険料納付要件の対象期間中に３号未届期間が存在す
るのを見落としたこと。
○処理結果リストのチェック及び決裁時の確認が不十分で
あったため、保険料納付要件の審査誤りを発見できなかっ
たこと。

１名 0

○渋谷社保では、３号未届期間に係る取扱いについて東
京事務局と協議を行った上で、受給権者への説明及び謝
罪対応を行うこととした。（5/27）
○東京事務局年金調整課に協議を行い（6/5）、平成元年
６月に届出された第３号該当届において、被保険者から
第３号→第１号、第１号→第３号の種別変更の申し立て
があったこととして、記録の訂正を行うこととした。
（7/1）
○国民年金業務課長が電話で受給権者に被保険者記録の
訂正を行うことを説明した。併せて、当該処理に伴い、
老齢厚生年金は６０歳からの受給権発生となること、ま
た、受給している障害基礎年金には返納が生じないこと
を説明し、了解を得た。（8/25）

○国民年金業務課及び年金相談室・年金給付課の職員全
員に事象の周知及び注意喚起を行い、届書や裁定請求書
の受付・審査時は、被保険者本人の記録だけでなく、配
偶者記録も複数担当者で十分に確認を行うよう徹底し
た。
○処理結果リストのチェック及び決裁時の確認について
も改めて徹底した。

平成１１年６月１５日、当時、管轄の府中社保において、
国民年金第３号被保険者該当届を処理する際、配偶者が厚
生年金又は共済組合に加入しておらず第３号被保険者に該

な 期 第 被保険者該 す き
○国民年金第３号被保険者該当届及び配偶者記録の入力処

際 偶者 録を 確 な わ

○立川社保の国民年金業務課長が、被保険者に国民年金
第３号被保険者の該当条件を説明。平成１０年１月２１
日から１２年６月１日までの間は第３号被保険者期間か
ら国民年金第１号被保険者期間に訂正すること、また、
当該期間の国民年金保険料はすでに時効完成のため納付
できないことを説明する。しかし、被保険者は、当該期
間の保険料が未納となったのは行政側の事務処理誤りに
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201
国民年金第３号被保険
者該当届の処理誤りに
ついて

東京 立川 H11.4.26 H20.10.14

当しない期間について、第１号被保険者該当とすべきとこ
ろ、誤って第３号被保険者該当として処理をしてしまっ
た。
　期間の誤りが判明し、立川社保で当該期間を第１号被保
険者期間に訂正するも、保険料の時効が完成しており未納
期間となってしまった。
※納付できなくなった金額：３９５，８００円（平成１０
年１月分～平成１２年５月分付加込み保険料額）

理の際に、配偶者の記録を十分確認しなかったためと思わ
れる。
※現在は、配偶者記録入力の際に、配偶者の厚年・共済期
間外に第３号期間を登録すると警告メッセージが出るが、
平成１１年当時は、このような警告メッセージは出ていな
かった。

1名 395,800

間の保険料が未納となったのは行政側の事務処理誤りに
よるものであり、この間の納付に関して通知されなかっ
たことは行政に責任があると強く主張し納得せず。後
日、納付を認めるかどうかの対応について、東京事務局
年金調整課に協議を依頼するとした。（20/10/14）
○東京事務局年金調整課と協議した結果、平成１０年１
月から平成１２年５月分保険料について、付加保険料込
みで領収しても構わない旨の回答を得たため、立川社保
の国民年金業務課長が被保険者あて連絡の上、被保険者
宅を訪問し、経過説明及び謝罪をして、平成１０年１月
から平成１２年５月分保険料について、付加保険料込み
の金額で現金領収し了解を得た。(21/2/26)

○担当課職員に事象を周知し注意喚起するとともに、国
民年金第３号被保険者該当届の入力処理時においては、
配偶者の厚年記録・共済記録についても必ず確認するよ
う徹底した。

202
国民年金第３号被保険
者該当届の審査誤りに
ついて

広島 広島東 H14.6.4 H21.3.9

　年金受給権を有する６５歳以上の厚生年金被保険者に扶
養されている国民年金被保険者については、国民年金第３
号被保険者に該当しないとされているにも拘らず、平成１
４年６月４日に国民年金第３号被保険者該当届を入力処理
していたことが裁定請求書の審査において判明。
　また、当該誤入力により、平成１４年４月分保険料につ
いて還付していた。
　・時効により納付できない保険料額
２６６，０００円（２０か月分）
　・時効により保険料納付ができないことによる年金の減
額 ３３ ０００円（年額）

○法律改正により厚生年金被保険者の加入年齢が６５歳か
ら７０歳に引き上げられて間のない時期であり、職員の法
律改正に対する認識が希薄であったことにより、事前審査
の際に扶養配偶者が６５歳を超えていることに気づかな
かったものと思われる。
○当時はオンラインシステムによる入力制限はなく、正常
終了メッセージにより入力後及び処理結果リストの照合の
際も気づかなかったものと思われる。
○また、入力後の職員による確認及び決裁が不十分であっ
たものと思われる。

１名 299,000

○事務所の国民年金課長が本人へ電話連絡し、謝罪と経
過説明を行い、改めて訪問のうえ説明させていただきた
い旨を伝えたところ、訪問について了解を得た。
○事務所の所長及び国民年金課長が本人の自宅を訪問
し、改めて謝罪と経過説明を行った結果、正しい記録に
訂正し裁定請求処理を行うこと及び誤還付金の返納につ
いては了解を得た。
○また、時効により納付できない２０か月分により、年
金額が当初の見込みより年間３３，０００円減額となる
ことの説明を行った。

○法律改正により該当要件等が変更となる事務処理につ
いては、特に事前審査の確認徹底を指導した。
○また、入力後の決裁時の確認を行うよう指導した。
○所長会議及び庶務課長会議において、今回の事象を説
明し、事前審査及び決裁時の確認の徹底、法律改正によ
り該当要件等が変更となる事務処理の確認徹底を指示す
る予定。
○（なお、当該事例について、現在はシステム改善によ
り入力制限が実施されている。）

額　　　３３，０００円（年額）
たものと思われる。 ことの説明を行った。

203
国民年金第３号被保険
者に係る認定誤りにつ
いて

東京 港 H16.4.22 H21.4.15

平成１６年４月、政府管掌事業所より、新規資格取得した
被保険者の親族に係る被扶養者異動届及び国民年金第３号
被保険者資格取得届が提出されたが、第３号被保険者欄に
誤って当該親族に関する事項が記載されていた。国民年金
第３号被保険者資格取得届が国民年金業務課に回付された
際、記載内容・添付書類によれば明らかに被扶養配偶者で
ないにも関わらず、誤って認定・登録処理を行ってしまっ
た。
　誤りが判明し、親族の第３号被保険者記録を取消し第１
号被保険者の登録を行ったことにより、本来正常に処理が
行われていれば納付又は免除申請が可能であった平成１６
年４月分以降の期間の保険料が未納期間となってしまっ
た。

届書の審査・入力時及び決裁時において、届書・添付書類
及び被保険者記録との照合・確認が不十分であり、誤った
届出及び誤った処理であることに気付くことができなかっ
た。

１名 0

○那覇社保からの連絡を受け、業務係長・事務官が当時
の届書原議を確認する。（4/15）
○国民年金調査官が、被保険者本人宅・携帯、親族宅に
架電するもいずれも留守電のため、メッセージを残す。
（4/16～20）
○親族の勤務先に連絡したところ、被保険者より入電。
国民年金調査官が事情説明及び謝罪を行う。記録を訂正
の上、今後の手続き等について、別途連絡する旨説明す
る。(4/21）
○東京事務局年金調整課、港社保、被保険者の住所を管
轄するゴザ社保(沖縄)と協議の結果、平成１６年４月か
らの被保険者期間については未納期間とし、既に預かっ
ている平成２０年度全額免除申請については承認する旨
の回答を受けた。(10/20)
○国民年金調査官より被保険者あて連絡し、経過説明及
び謝罪をした。また、平成１６年４月からの被保険者期
間については未納期間とし、既に預かっている平成２０
年度全額免除申請については承認する旨を伝え、被保険
者より了承を得た。(11/9)
※ゴザ社保に平成１６年４月１日付け資格喪失の取消処
理を依頼した。(11/9)

事務処理を行うにあたっては、届書と被保険者記録の照
合により十分な確認を行うよう担当課職員全員に注意喚
起を行った。また、処理後においても、担当者はもとよ
り決裁等における複数担当者での十分なチェック及び確
認作業を行うよう徹底した。

204
国民年金任意加入被保
険者資格取得申出書の
審査誤りについて

東京 中野 H16.5.13 H21.5.15

一部繰上げの老齢基礎年金受給権者は国民年金の任意加入
被保険者になれないにもかかわらず、国民年金任意加入被
保険者の資格取得申出書を誤って入力処理していたため、
任意加入期間に係る保険料を誤徴収していたことが判明し
た。
※誤徴収していた保険料額：７７８，９７０円（平成16年
5月分～平成20年11月分）

○平成15年12月に事務所で国民年金老齢基礎年金支給繰上
げ請求書を受理した際、繰上げ請求を行う場合の留意事項
の説明が不十分であったため、繰上げ支給の受給権者は国
民年金の任意加入被保険者になれないことを受給者にきち
んと理解させていなかったこと。
○平成16年5月に区役所から送付された国民年金任意加入
の被保険者資格取得申出書を審査する際、年金受給記録に
よる資格確認を怠り、そのまま入力処理を行ったこと。
○処理結果リストのチェック及び決裁時の確認も不十分で
あったため、審査誤りを見落としたこと。

1名 778,970

○平成２１年５月１８日に国民年金業務課長が本人に電
話連絡し、経過説明と謝罪を行うとともに、平成１６年
５月１３日の任意加入の資格を取消し、当該期間に係る
納付済保険料を還付することを説明し了承を得た。

平成２１年５月１５日に課内会議を開催し、当該事象を
全員に周知するとともに、任意加入資格取得申出書の審
査における被保険者記録と年金受給記録との照合・確認
について改めて徹底した。また、処理結果リストの
チェック及び決裁時の複数担当者による確認を徹底し
た。
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205

国民年金被保険者資格
取得申出書に係る加入
月数の決定誤りについ
て

愛知 鶴舞 H16.12.14 H21.11.4

特例高齢任意（平成１６年１２月２９日受付）審査時にお
いて、添付されていた共済組合員期間証明書の「退職一時
金期間（全額支給）昭和３４年１月１日～昭和３６年１０
月３１日まで３４月」のうち、合算対象期間を昭和３６年
４月～昭和３６年１０月として受給権確保には３か月不足
と審査し、加入・納付させた。その後、老齢裁定請求書
（平成１７年４月２１日裁定）審査時に特例高齢任意審査
と同様の考えにより裁定を行った。共済組合の組合員期間
については、昭和３６年４月１日をはさんで引き続き当該
共済組合に１年以上加入していた場合、昭和３６年４月１
日前の期間について合算対象期間となるが、その期間を算
入せず、特例高齢任意加入・老齢裁定してしまったもの。

共済組合の組合員期間については、昭和３６年４月１日を
はさんで引き続き当該共済組合に１年以上加入していた場
合、昭和３６年４月１日前の期間について合算対象期間と
なる認識が欠けていたもの。

１名 68,200
国民年金特例高齢任意期間の取消・保険料還付
社会保険業務センターへ受給権発生年月日の訂正及び合
算対象期間の追加のための再裁定依頼

年金の受給要件審査にあたり、合算対象期間の解釈を改
めて全職員に周知し、同様の事象の再発防止の徹底を図
る。

206
国民年金資格取得申出
書に係る加入月数の決 愛知 豊橋 H17.1.7 H21.4.10

 平成２１年４月１０日老齢年金裁定請求書の受付時に、
年金の試算ができないことが判明したため、確認したとこ
ろ、平成１７年１月７日受付の国民年金被保険者資格取得
申出書（特例任意用）（豊橋市役所、平成17年1月7日受
付）の事務所審査において、36年4月以前の期間を含む

国民年金被保険者資格取得申出書（特例任意用）の事務所
職員の確認と知識不足のため

２名 0

 受給権が発生しないことを説明するも本人納得せず、婚
姻関係を再度調査するため、戸籍謄本等を依頼し、結果
を本人あて後日連絡する。もう１名については、１カ月
不足を説明し高齢任意加入（65歳以上）していただき、1
か月分を納付書で納付していただくことを確約する。納
得されていなかった方については数回訪宅の上 話をし

 今後、受付する国民年金被保険者資格取得申出書につい
て受給要件の入念な審査。国民年金担当者、年金窓口担
当者に周知徹底。昭和36年4月以前の厚生年金期間を含む
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数 決
定誤りについて

審 、 期
12ヶ月未満の厚生年金期間は合算対象とされないが、これ
を合算対象として計算したため、受給資格満たないことが
判明した。また、同じ誤りがないか、保管するすべての同
じ申出書を確認したところ、他に該当者が１名あった。

職員の確認と知識不足のため。 0 得されていなかった方については数回訪宅の上、話をし
ていたが、以前に厚生年金に加入をすれば受給権が確保
できる説明をしてあったため、本人から勤務先事業所の
厚生年金への了承を得たとの連絡があった。後日、事業
所から取得届の提出を確認する。

期
1年未満のものについて、保管している高齢任意加入のす
べての書類において確認する。

207
特例高齢任意加入者の
資格喪失年月日誤りに
ついて

山口 岩国 H17.1.12 H21.3.25

　国民年金被保険者資格取得及び任意加入の資格取得の処
理の際、年金受給権発生の年月日である資格喪失予定年月
日を1年（１２か月）短く誤って入力及び通知していたた
め、通知した資格喪失予定日において年金受給権が発生し
ないことが判明した。

事務処理担当者の確認不足及び決裁の過程での確認不足に
より、誤った資格喪失予定年月日を入力、及び本人に通知
したため。

１名 0

（対応方法）
　３月２５日、国民年金第一課長が本人に電話をしたが
つながらなかった為、代理人へ電話をして事情を説明し
た。代理人から、本人は留守が多く病気がちなため、代
理人から本人へ先に説明をして、その結果を当事務所へ
連絡をする返事を受ける。
　４月６日、代理人から４月８日、民主商工会に来てほ
しいと連絡がある。
　４月８日、国民年金第一課長が民主商工会を訪問し、
本人、代理人、民主商工会事務局長と面談。今回の事象
を説明しお詫びした。資格喪失年月日変更に伴う今後の
保険料納付額、納付後の年金受給額の説明をする。「年
金額が少なすぎる。最初からもらえる年金額の説明を受
けていれば掛けていなかった。加入時の説明不足」の苦
情を受ける。「任意加入したことを取り消してほしい。
任意加入して支払った保険料を返してほしい」との申し
出があった為、還付について説明し了承を得た。

（岩国社保の対策）
　課内で当該事象を説明し、年金受給資格期間を確認す
る際は必ず年金受給資格期間確認調査票等を作成して期
間確認をするように徹底を図る。また、年金給付課の決
裁も受け二重の確認によりチェック体制の徹底を図るこ
とにした。

208
国民年金任意加入被保
険者の資格喪失予定年
月日確認漏れについて

東京 上野 H17.7.21 H21.7.14

○平成１７年７月、被保険者が老齢基礎年金を満額受給す
るため区役所に国民年金任意加入被保険者資格取得申出書
を提出し、区役所から回付された国民年金被保険者関係届
（申出・申請）書を上野社保で入力したが、資格喪失予定
年月日（４８０満了月）の登録を１ヶ月誤っていたため、
平成２１年４月３０日の国民年金保険料前納額の口座振替
が、誤った金額により引き落とされ、徴収不足となってい
た。

※資格喪失予定年月日　正：「平成２１年７月１日」、
誤：「平成２１年６月１日」
※口座振替されなかった保険料額：１４，５１０円（平成
21年4月～6月分口座前納額43,690円と平成21年4月～5月分
口座前納額、29,180円との差額）

○被保険者が区役所に申出を行った際、資格喪失予定年月
日を平成２１年６月１日と記載しており、基礎年金の満額
受給に必要な期間の算出時に、同一月内で厚→国→厚と種
別変更した月を重複して算入したものと思われるが、区役
所で国民年金被保険者関係届書を作成する際に資格喪失予
定年月日の確認を失念したこと。
○区役所から回付された届書を審査する際、被保険者記録
の確認が不十分であったため、資格喪失予定年月日の記載
誤りに気付かないまま入力したこと。
○処理結果リストのチェック及び決裁時においても被保険
者記録の確認が不十分で登録誤りを見落としたこと。

１名 14,510

○上野社保の国民年金業務課長が被保険者に電話で経過
説明及び謝罪を行った。また、誤った資格喪失年月日は
早急に訂正するが、満額の老齢基礎年金受給のために
は、もう１ヶ月分の国民年金保険料を納付する必要があ
ることを説明し、その保険料額及び納付方法について東
京事務局と協議の上後日連絡させていただく旨を伝え
た。(7/14)
○東京事務局年金調整課に協議を依頼し（7/14）、平成
２１年４月分～６月分の口座前納額と納付済みの平成２
１年４月分～５月分の口座前納額との差額を収納するこ
ととした。（7/17）
○国民年金業務課長が電話で協議結果を伝えた際、来所
するとの申し出あり。同日、事務所窓口で課長が改めて
謝罪し、差額分を金銭登録機により領収して了解を得
た。（7/21）

○上野社保では、当該事象を担当課職員全員に周知し、
国民年金被保険者関係届書の入力処理にあたっては、記
載内容を事前に十分確認するよう徹底した。また、任意
加入被保険者資格取得申出時の資格喪失予定年月日等は
複数担当者で確認するよう改めて徹底した。

209

国民年金任意加入被保
険者に係る資格喪失予
定年月日の登録誤りに
ついて

東京 北 H17.10.31 H21.4.27

　平成１７年１０月、被保険者が区役所にて国民年金任意
加入の資格取得申出及び口座振替一年前納の申込を行っ
た。その際、区のデータは平成２２年９月２３日資格喪失
予定（６５歳到達時）と処理されていたにもかかわらず、
統一帳票の資格喪失予定年月日欄に「２０．０９．２４」
と誤った年月日が記載され、北社保に送付されていた。と
ころが、北社保では審査時に資格喪失年月日の確認を行わ
ないまま、共同事務センターに入力処理を委託し、帳票の

○北社保で受付した統一帳票を審査した際、資格喪失予定
年月日欄に記載された年月日が４８０月満了又は３００月
満了の時点でなく、１日付でないにもかかわらず、区役所
に確認を行わないまま共同事務センターに入力委託してい
たこと。
○共同事務センターから当該帳票が北社保に返却された

1名 0

○北社保の国民年金業務課長が被保険者に電話にて連絡
し、経過説明及び謝罪を行った。また、資格喪失予定年
月日を取り消して口座振替の再開を行う旨を説明し、前
納口座振替ができなかった平成２０年９月分～平成２２
年３月分保険料の納付方法について、東京事務局と協議
した上で、再度連絡させていただきたい旨説明し、先方
より了承を得た。（4/27）
○協議の結果、平成２０年度を１年前納とした額による
平成２０年度９月分から平成２１年３月分の保険料額、
平成２１年度分は１年前納額を領収することとした。

○北社保では、当該事象を国民年金業務課長より担当課
職員全員に周知し、任意加入資格取得申出者にかかる区
役所からの統一帳票に資格喪失予定年月日の記載がある
場合は必ず確認を行うとともに、委託入力後の二重
チェックの徹底を図るよう、改めて注意喚起した。

ついて
とおり処理が行われ補正が行われなかった結果、平成２０
年９月２４日で資格喪失予定となり、平成２０年９月分以
降の保険料が口座振替されないままとなっていた。

際、帳票と処理結果リストとのチェックが不十分であり、
帳票の記載のとおりに入力処理されていたため登録誤りを
見落としたこと。

度 額 領
（5/11）
○電話連絡の上、被保険者にご来所いただき、国民年金
保険料課長が改めて謝罪し、口座振替できなかった平成
２０年度の７ヶ月分及び平成２１年度分の口座振替前納
額相当額を金銭登録機により領収し了解を得た。
（5/15）
※６０歳以上の任意加入者のリストから資格喪失予定年

※現在、６０歳以降の任意加入者の資格喪失予定日の登
録については、６５歳前は原則登録していない。
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210
高齢任意加入被保険者
の資格喪失年月日決定
誤りについて

東京 大田 H17.11.9 H21.10.30

○平成1７年１１月、旧大森社保において、国民年金高齢
任意加入被保険者に係る資格取得申出書を処理した際、資
格喪失予定年月日の決定を誤って登録してしまったため、
平成２１年４月３０日の口座振替で付加保険料込みの７か
月分を引き落すべきところ、５か月分しか引き落としがで
きなかった。
※資格喪失予定年月日　正：２１年１１月１日　誤：平成
２１年９月１日

○任意加入が必要な期間を算出する際、被保険者記録の照
合・確認が不十分であったため、同月内に厚生年金保険と
国民年金の期間がある月について、基礎年金の対象期間か
ら除くべき納付期間を誤って二重に算入してしまったこ
と。
○処理結果のチェック及び決裁時の確認においても不十分
であったため、決定誤りを見落としたこと。

１名 29,480

〇大田社保国民年金業務課の担当職員より電話で被保険
者に事情説明及び謝罪を行い、７か月分の口座引落額と
５か月分の口座引落額との差額２９４８０円を納付でき
るように上部と協議を行った上で、後日連絡する旨説明
した。（10/30）
○東京事務局年金調整課と協議の結果、７か月分の口座
引落額と５か月分の口座引落額との差額について領収し
ても構わない旨の回答を得たため、国民年金業務課長が
被保険者あて連絡の上、被保険者宅を訪問し、経過説明
及び謝罪をして、差額２９４８０円を現金領収した。
(11/30)

〇国民年金業務課及び保険料課全職員に当該事象を周知
し、高齢任意加入被保険者に係る資格取得申出書の処理
に当たっては、被保険者記録照会回答票の照合・確認に
より資格喪失予定年月日に誤りがないかどうかの確認を
複数職員で行うこと、及び決裁時のチェック強化につい
て徹底を図った。

211

国民年金特例高齢任意
加入に係る資格取得申
出書の入力誤りについ

東京 文京 H17.11.21 H20.12.1

平成17年11月、被保険者が60歳以上の国民年金任意加入に
係る資格取得申出書を区役所を経由して提出した際、申出
書には特例高齢任意加入することを前提で任意加入する旨
が記載されていたが、文京社保で「65歳以上加入申込区
分」及び「喪失予定年月日」の入力処理を行わなかったた
め、65歳到達により(平成20年10月上旬)で誤って資格喪失
となった。

また 被保険者は一年前納口座振替納付申出者であった

○申出書の審査の際、申出書記載内容の確認が不十分であ
り、備考欄の記載を見落としたため、「喪失予定年月日」
の確認及び申出書の入力項目の補正を行わないまま、入力
処理に回したこと

1名 83,820

○文京社保、国民年金業務課の係長が被保険者に電話で
経過説明及び謝罪を行う。また、速やかに資格記録を訂
正の上、不足分保険料については所沢社保と調整して領
収させていただく旨を説明し、了承を得る。（20/12/1）
○文京社保より所沢社保に電話連絡し、保険料納付の取
扱いについて東京事務局と協議することを説明し、承認
が在り次第、所沢社保にて領収してもらうよう調整を行
う （12/1）

○文京社保では国民年金業務課長より当該事象を国民年
金業務課全員に周知し、任意加入資格取得申出書の審査
の際は複数担当者で十分確認を行うよう徹底した。ま
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出書の入力誤りについ
て

　また、被保険者は一年前納口座振替納付申出者であった
が、65歳で喪失予定として登録されていたため、平成20年
4月末に誤って6ヶ月前納相当額での口座振替が実施され、
徴収不足となっていた。
※徴収不足額：83,820円（平成20年度一年前納口座振替額
169,300円と平成20年度6ヶ月前納口座振替相当額85,480円
との差額）

処理に回したこと。
○処理結果リストのチェック及び決裁時の確認が不十分で
あり、入力誤りに気付かなかったこと。

83,820 う。（12/1）
○東京事務局年金調整課より、不足分保険料につき現金
領収しても構わない旨の回答を得たため、被保険者に連
絡し再度経過説明及び謝罪をして、不足分保険料につき
現金領収したい旨を伝え、了承を得た。また、所沢社保
に現金領収を依頼した。(12/25)

複数
た、処理結果リストの相互チェック及び決裁時の確認の
徹底について、改めて注意喚起した。

212
高齢任意加入被保険者
の資格喪失年月日決定
誤りについて

東京 大田 H18.12.5 H21.9.4

○平成１８年１２月５日付の国民年金高齢任意加入被保険
者にかかる資格取得申出書を処理した際、被保険者は６５
歳到達まで任意加入しても老齢基礎年金が満額受給できな
い者であったため、平成２１年１０月で６５歳到達により
資格喪失となるはずであったが、申出書の審査を行った
際、６５歳到達前に満額受給に必要な加入期間を満たせる
と誤って判断し、平成２１年９月１日付で資格喪失予定と
の登録をしてしまった。その結果、平成２１年４月３０日
に付加込み前納額６か月分（４月～９月）が口座振替され
るべきところ、誤って付加込み前納額５か月分（４月～８
月）前納額しか引き落とされなかった。
※口座振替で前納されなかった保険料額：１４，７６０円
（６ヶ月前納額と５ヶ月前納額との差額）

○当該被保険者の加入月数では、６５歳まで高齢任意加入
を行った場合でも、老齢基礎年金の満額受給に必要な加入
期間（４８０ヶ月）は満たせなかった。ところが、申出書
の審査において、６０歳以上の厚生年金保険被保険者期間
を誤って国民年金保険料納付済期間に算入していたため、
６５歳到達までに４８０ヶ月を満たせると判断し、誤った
資格喪失予定年月日を登録したこと。
○処理結果リストのチェック及び決裁時の確認において、
厚生年金被保険者記録の照合・確認が不十分であったた
め、審査誤りを見落としていたこと。

１名 14,760

〇大田社会保険事務所の国民年金業務課長が被保険者に
事情説明及び謝罪を行い、６か月の口座引落の金額と５
か月の口座引落の金額の差額の１４７６０円で納付でき
るように上部と協議をすることを説明し、後日連絡する
こととした。（9/4）
○東京事務局年金調整課と協議した結果、６か月の口座
引落の金額と５か月の口座引落の金額の差額について現
金領収しても構わない旨の連絡を受け、国民年金業務課
長が被保険者に連絡の上被保険者宅を訪問し、再度経過
説明及び謝罪をして、差額の１４７６０円を現金領収し
た。(9/10)

〇国民年金業務課及び保険料課全職員に当該事象を周知
し、高齢任意加入被保険者にかかる資格取得申出書の処
理に当たっては、資格喪失予定年月日に誤りがないかど
うかを被保険者記録照会回答票により複数職員で十分確
認すること、及び決裁時のチェックを確実に行うことに
ついて徹底を図った。

213
被保険者記録の整備依
頼誤りについて

東京 中央 H19.2.10 H19.5.21

○被保険者から世田谷社保に平成１８年１２月２１日付の
第３号から第１号への国民年金被保険者種別変更届が提出
され、処理を行った。一方、当該被保険者の配偶者の勤務
先事業主より資格取得年月日を平成１８年１２月２１日と
する第３号種別変更届が中央社保に誤って提出され、共同
事務センターに入力委託したがエラーとなり中央社保に返
戻された。本来当該届書は処理不要とすべきであったが、
担当者の確認不足により、世田谷社保に加入取り消し処理
を依頼のうえ、誤って第３号種別変更届の処理を行った。
その結果、平成１９年度分前納納付書が被保険者に送付さ
れず、付加込み保険料の１年前納が行えなかった。
※前納できなかった保険料額：８６，２９０円（平成１９
年４月分～９月分付加込み前納額、平成１９年１０月以降
は第３号に種別変更済）

○共同事務センターから第３号種別変更届が返戻された
際、中央社保では備考欄に「配偶者退職」の記載があるの
を見落とし、事業所等に対する確認を行わなかったため、
世田谷社保で行った第１号加入処理が誤りであり、第３号
種別変更届の処理が必要であると勘違いして処理を行った
こと。
○第３号種別変更届にかかる処理結果リストのチェック時
及び決裁時の確認においても不十分であったため、届書の
確認誤りに気付かなかったこと。

１名 0

○世田谷社保の国民年金業務課長が被保険者に経過説明
及び謝罪を行い、遡及して前納の取扱いが可能かどうか
を確認のうえ回答することを説明し、先方の了解を得
た。(19.5.21)
○世田谷社保の国民年金業務課長が被保険者宅を訪問
し、再度経過説明及び謝罪をした上で、付加保険料込み
の６ヶ月前納相当額にて現金領収し了解を得た。
(21.3.31)

○中央社保では、担当課職員全員に当該事象の周知及び
注意喚起を行い、第３号種別変更届の処理に当たり、不
明な点があれば事業所や被保険者に対し必ず確認を取る
よう徹底した。
○処理結果リストのチェック時及び決裁時には複数担当
者が十分に審査・確認を行うよう徹底した。

214
国民年金任意加入申出
書の審査誤りについて

千葉 千葉 H19.4.19 H21.8.19

満額の老齢基礎年金を希望するお客様から届出があった
「国民年金被保険者資格取得申出書（６０歳以上の任意加
入申出書」の審査過程において、年金額の計算に含めない
期間を算入し、喪失予定年月日を平成２１年４月１日と
誤って決定したため、平成２１年度定時分納付書が発行さ

老齢基礎年金が満額となる喪失予定年月日の確認を行う
際、年金額の計算に含めない60歳以降の共済組合加入期間
の１２か月を算入したことから、一年誤った喪失予定年月
日で決定し入力処理を行ったことによる。

１名 0

担当者から謝罪及び事象の経過と、資格喪失予定年月日
以降の付加保険料については、納付期限が経過している
月分は納付できないこと及び4月に遡っての前納はできな
い旨の説明を行い理解を求めたが、社会保険事務所の誤
りであり、平成21年4月分から平成22年3月分までの付加
込保険料について、前納金額での納付を強く要望してお
り、了承を得られなかったため、事務局と協議する旨伝
える。

　任意加入資格取得申出書を審査する際、任意加入に必
要な期間を確実に算出し、処理するよう改めて課員に周
知した。 また、決裁過程において複数人で点検を確実に
行うよう改めて徹底した

れず平成２１年４月分からの付加込保険料が未納となっ
た。

　また、処理後の複数人による点検を怠ったことによる。   国民年金事業室との協議の結果、平成２１年４月から
の一年前納金額（付加保険料を含む）で現金領収の了承
が得られたため、１１月１８日、国民年金業務第二課長
から被保険者宅に電話にて、改めて謝罪を行い、後日、
領収に伺う旨伝えご了承をいただいた。

行うよう改めて徹底した。
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215
納付記録確認誤りによ
る補正処理について

埼玉 春日部 H19.6.14 H21.1.15
元配偶者の国民年金納付記録を本人のものと誤認し、記録
補正が行われたため、年金に返納が生じたもの。

年金相談において、元配偶者の国民年金納付記録を本人の
ものと誤認し、記録補正を国民年金課に依頼し、資料が不
十分であったにも関わらず、年金給付課の依頼ということ
で納付記録の訂正が行われたため。

1名 398,199

本人に経緯を説明し、謝罪と第三者委員会のあっせんに
基づく記録の補正と再裁定及び返納の手続きをお願いし
た。その後本人来所し、疑問点等に回答。返済方法につ
いて説明し謝罪。「年金額仮計算書」「返納方法申出
書」を受理する。平成２１年１月以降分については返納
していくことを了承された。

連絡会議において事象を説明し、資料の確認の徹底を
図った。また、総合相談室、年金給付課、国民年金課に
おいても各課内の伝達を行い、本人記録の確認の徹底を
図った。具体的には、国民年金の旧台帳は必ず両面を添
付し、また、各記録の確認、補正時に旧台帳の記録を画
面で確認することとした。

216
任意加入要件説明誤り
による資格取得申出書 青森 むつ H19.7.9 H21.4.21

　平成19年7月の年金相談において職員が合算対象期間を
誤って説明したことにより、当初から加入要件を欠く資格
取得申出書（60歳以上の任意加入申出用）を受理。不足と
された１４ヶ月納付による期間満了により、本人から老齢

　本人（昭和１５年１０月２４日生まれ）の平成４年５月
から平成１０年７月までの厚生年金保険の脱退手当金支給
済期間については、昭和６１年４月１日以降の期間である
ために合算対象期間とならないにもかかわらず 職員が誤

１名 198,950

①判明当日に本人に電話連絡をしたが不在であった。
　４月２２日配偶者と電話連絡が取れ、配偶者が事務所
へ来所された。
　今回の事務処理誤りについて、庶務・年金給付課長及
び担当者の間国民年金調査官が説明及び謝罪を行ったと
ころ 了承を得られた また 誤って納付された保険料

　むつ社会保険事務所として、４月２２日に、非常勤職
員を含む全職員へ今回の事象を報告し、日々の事務処理
において法律の誤解釈が生じないように、法律の根拠を
もって事務処理等に当たるよう注意喚起した。
　また、今後は届出書類の説明及び受付にあたっては、
誤りのないよう十分に留意し、受付後においても再度書
類の確認を行うと共に、決裁時においても十分に点検す
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の受理について
期 、

年金が請求されたところ、受給資格期間不足により老齢年
金の受給要件を満たしていないことが判明した。
　超過徴収　198,950円

ために合算対象期間とならないにもかかわらず、職員が誤
認し、誤って受給資格期間の合算対象期間として計算した
ことによる。

198,950 ころ、了承を得られた。また、誤って納付された保険料
については、速やかに還付処理することをお伝えした。
　４月２４日還付請求書受理。
②他の高齢任意加入被保険者について、資格期間等の加
入要件の再確認を行ったところ、誤りは無かった。

類 、決裁
る体制をもって再発防止に努めます。
　青森社会保険事務局として、管内社会保険事務所へ今
回の事務処理誤りを周知し、再発の防止と適正な事務処
理の徹底について指示しました。また、直近の所長会議
においても、改めて事務処理誤りの防止について徹底す
るよう指示をした。

217
国民年金取得年月日の
確認誤りについて

長崎 佐世保 H19.7.10 H20.8.13

　国民年金被保険者関係届書に資格取得年月日を記載する
際に、健康保険・厚生年金保険資格等取得喪失連絡票（平
成１９年６月２９日退職・平成１９年６月３０日喪失と記
載有）をよく確認せず、誤って平成１９年７月１日資格取
得と記載し入力処理した。そのことにより平成１９年６月
が無資格期間となり納付書が発行されていない。

平成１９年７月１０日被保険者が来所した際に、健康保
険・厚生年金保険資格等取得（喪失）連絡票に平成１９年
６月２９日退職・平成１９年６月３０日喪失と記載がある
にもかかわらず、対応した国民年金収納事務指導員が、資
格等取得連絡票及び窓口装置よく確認せず国民年金被保険
者関係届書に記載したため。

1名 0

・平成21年8月13日、夫妻が来所し、国民年金納付記録の
確認をしたところ、１９年６月が無資格期間になってい
たことが判明。届書を確認した上であらためて連絡をす
るとした。
・同日夜、平成１９年度の届書を確認したところ、国民
年金被保険者関係届書に記載誤りであったことが判明。
電話をしたが聞き入れてもらえなかったため上司と相談
の上、連絡することとした。
・平成21年8月17日　午後７時より所長、次長、国年第２
課長が本人宅に出向き、謝罪のうえ年金額への影響、60
歳からの任意加入の説明をするとともに、時効の関係で
当該保険料を納付することはできない旨の話をし、了解
を得た。

長崎社会保険事務局より管内の社会保険事務所及び社会
保険事務所職員に対し当該事案について周知し、窓口受
付時の慎重な確認について、注意喚起した。
また、佐世保事務所所長に対しては、該当課に対し、窓
口受付時の確実な内容審査及び決裁時の慎重な確認を実
施するよう指示した。

○中央社保の国民年金業務課長が被保険者あて連絡し、

218
国民年金被保険者記録
整備依頼誤りについて

東京 中央 H19.7.11 H21.10.30

○平成１９年７月、被保険者の配偶者が勤務している事業
所より、総合健保組合経由で平成１７年１０月１日付国年
第３号被保険者資格取得届が中央社保に提出されたが、資
格取得年月日が誤っており、正しくは平成１８年１１月１
日であった。被保険者は平成１７年１０月１日より、国民
年金第１号被保険者として保険料を納付済みであったが、
配偶者の厚生年金記録により、資格取得年月日の誤りを確
認していなかったため、被保険者の住所地を管轄する大宮
社保に１号から３号への資格記録訂正を依頼した。その結
果、大宮社保において本来還付すべきでない納付済保険料
が還付されてしまった。
※誤って還付された保険料額：１７７，９５０円(平成１
７年１０月～平成１８年１０月分納付済保険料)

○届出を受けた際、配偶者の厚生年金加入記録(平成１７
年１０月～平成１８年１０月まで厚生年金未加入)を確認
し、申出の取得年月日を平成１７年１０月１日から平成１
８年１１月１日付に訂正すべきであったが、これを怠った
こと。
○他社保に資格記録訂正を依頼する際の複数人による依頼
内容の確認が不十分であったこと。

1名 177,950

民 長 、
経過説明及び謝罪をした。還付していた保険料の取扱い
については、東京事務局と協議の上、後日回答する旨伝
え、一応の了承を得た。(10/30)
○東京事務局年金調整課と協議した結果、第３号被保険
者種別変更日を平成１８年１１月１日に訂正した上で、
決議していた平成１７年１０月から平成１９年６月まで
の還付決定について、平成１８年１１月から平成１９年
６月の還付として内容変更を行い、誤還付した平成１７
年１０月から平成１８年１０月分を返納金として納入告
知する旨の回答を得た。（11/20）
○中央社保より大宮社保に連絡した。経過説明及び返納
金の納入告知を依頼し、大宮社保より埼玉事務局に確認
してから連絡するとの申出を受けた。(11/24)
○大宮社保より連絡があり、返納金の納入告知をするこ
とについて了承を得たため、被保険者あて連絡し、還付
した保険料の取扱いについて説明、被保険者記録を訂正

○中央社保では、当該事象を担当課長より、担当課職員
全員に周知し、国民年金第３号被保険者資格取得届を受
付した際の配偶者厚生年金加入記録の確認、被保険者記
録整備依頼時の複数担当者による内容確認の徹底につい
て、改めて周知した。

219
国民年金任意加入に係
る審査誤りについて

千葉 佐原 H19.8.15 H21.8.14

　窓口で受給資格期間が68か月足りないお客様に対し、10
か月足りない旨の誤った説明を行い「国民年金被保険者資
格取得申出書（60歳以上の任意加入申出書）」を受理し、
審査過程においても、保険料未納期間を納付済期間として
算入したため 喪失予定年月日を誤って決定し「国民年金

　受給資格期間を確認する際、国民年金第３号被保険者期
間にかかる配偶者の第２号被保険者資格喪失期間を見落と
したため、本来、第１号未納期間であるにも関わらず第３
号納付済期間として算入したことによる

1人 0

　8月17日、国民年金業務第一課長からお客様宅に電話に
て、改めて謝罪を行うとともに、記録を事実に基づき訂
正し、その結果、任意加入の延長により受給権を取得し
ていただく方法しかない旨説明したが理解を得られな
かった。
　8月18日、お客様夫妻が来所し、国民年金業務第一課長

　関係課に対し今回の事象を報告するとともに、被保険
者期間を適正に管理し、受給資格期間の確認を正確に行
うよう改めて徹底することとした。

算入したため、喪失予定年月日を誤って決定し「国民年金
任意加入被保険者資格取得受理通知書」を送付していた。

号納付済期間として算入したことによる。
民 長

から再度説明するが納得いただけず、事務所長から改め
て謝罪と説明を行い最終的に特例任意加入の手続きをし
ていただき了承をいただいた。
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220
国民年金任意加入申出
者に係る資格喪失予定
年月日の誤りについて

宮城 仙台東 H20.1.11 H21.4.30

国民年金任意加入申し出の審査において、満額（４８０
月）到達までの不足月数の計算誤りがあり、平成２０年１
月１１日入力処理の際もその誤りに気づかず、3ヶ月早い
資格喪失予定年月日を入力したことにより、必要な口座引
き落としが行われなかったもの。

４８０月到達までの不足月数の計算の過程において、計算
用シートによる確認を行うこととしているが、２０歳到達
月の表示をせずに計算したことにより、２０歳到達以前に
加入した厚生年金保険期間のうち、２０歳到達年度に加入
した３ケ月を基礎年金対象月に含めて計算したことによ
る。決裁においても誤りが判明せずに、誤った喪失年月日
を入力したことによる。

１名 0

平成２１年６月３０日、電話連絡。被保険者の妻が応
対。４８０月到達までの不足月数に計算誤りがあり３ケ
月分口座引き落とし不足があった旨説明し、謝罪した。
当月末割引の口座振替及び付加任意加入者であったた
め、現金による納付について了承をいただいたが付加保
険料も含め当初の割引口座振替の金額で納付の強い希望
であり、上部機関と協議の旨説明し了解を得た。

○所長会議において発生事務所長より事例発生経過と再
発防止策を報告し、全職員への周知を図りました。
○受給権発生年月日の計算及び高齢任意加入申出書の審
査において、計算シートを使用しているが、確実に２０
歳と６０歳の表示をすること及び記録紙にも表示を入
れ、２０歳前月数、６０歳後月数の照合を行ったうえで
複数職員の点検を受けることを再点検確認した。

　平成２０年１月、国民年金第３号被保険者Ａの生年月日
訂正届(複写式)が適用課に提出されたが、基礎年金番号欄
が空欄であった。確認のため適用課担当者が氏名検索を

際 前 生年 検索す き 後

○適用課において氏名検索をする際、生年月日訂正届に記
載する基礎年金番号を確認するためには、訂正前の生年月
日で検索する必要があったところ、担当者の勘違いにより

後 生年 検索

○上野社保の国民年金業務課長がＡに電話で経過説明及
び謝罪を行った。Ａの基礎年金番号の生年月日を訂正し
た旨を説明し、誤って送付したねんきん特別便及び国民
年金保険料控除証明書を取りに伺いたい旨伝えるも、郵
便にて返送するとの申し出があり、返信用封筒と謝罪文
をＡ宅宛に発送し(11/14)、後日送付を受けた。。

年金業務 が 話連絡す も 本 海
○上野社保の国民年金業務課長より、適用課職員及び国

年金業務 該事象を 知 名検索を う
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国民年金生年月日訂正
届の審査誤りについて

東京 上野 H20.1.21 H20.11.13

行った際、訂正前の生年月日で検索すべきところ、訂正後
の生年月日で検索し、ＷＭに照写された同姓同名の被保険
者Ｂの基礎年金番号を当該生年月日訂正届に誤って記載し
た。国民年金業務課では回付された当該生年月日訂正届を
Ｂの国民年金第３号被保険者該当届（生年月日訂正届との
複合の届出）として認識し処理した結果、Ａの基礎年金番
号の生年月日は訂正されず、Ｂが国民年金第１号被保険者
から第３号被保険者へ種別変更され、口座振替が終了と
なっていた。また、Ｂの基礎年金番号にＡの住所が登録さ
れたため、Ａの住所宛にＢに係るねんきん特別便及び国民
年金保険料控除証明書が送付されていた。
※Ｂが口座振替できなくなった保険料額：143,170円(平成
20年1月～平成20年10月分)

誤って訂正後の生年月日で検索したこと。また、見つかっ
た記録は、住所が生年月日訂正届と相違しているにもかか
わらず、事業所等への確認を行わずにＡの記録として特定
し、誤った基礎年金番号を生年月日訂正届に記載してし
まったこと。
○生年月日訂正届が回付された国民年金業務課では、届書
に記載された基礎年金番号により被保険者記録を確認した
が、生年月日が正しく登録されており、すべての届出事項
が記載されていたことから、当該届書は生年月日訂正届と
の複合の届出であると認識したため、第３号該当届として
処理を行ったこと。
○処理結果リストのチェック及び決裁時の点検・確認が不
十分であったため、誤りを見落としていたこと。

2名 143,170

○国民年金業務課長がＢに電話連絡するも、本人は海外
へ転出中であるため、母親に経過説明及び謝罪を行い、
平成20年1月分～10月分の保険料納付及び口座振替の再開
について説明を行い、本人と相談のうえ連絡をくれるよ
う依頼し（11/14）、訂正後のねんきん特別便及び国民年
金保険料控除証明書をＢ宅宛に送付した（11/20）。その
後、母親から電話で分割納付書の送付依頼があり、口座
振替に関しては辞退の希望があったため（11/26）、当該
保険料納付書及び口座振替辞退届用紙を送付した
（11/27）。
○口座振替辞退届の提出がないため、国民年金業務課長
がＢの母親に架電、平成21年1月5日の口座振替について
は了解を得て緊急停止を依頼した（12/10）。平成20年1
月分～11月分が納付済みであることを確認（1/6）。課長
が母親に架電し、引き続き納付書による納付を行ってい
くことを確認した（1/20）。

民年金業務課職員に当該事象を周知し、氏名検索を行う
際は、氏名・生年月日・性別・住所が一致する場合のみ
本人として特定を行うよう改めて徹底した。また、届書
を処理する際に疑義がある場合は、事業所や被保険者に
確認を行うよう注意喚起し、処理結果リストのチェック
及び決裁時の点検・確認の徹底についても改めて指示し
た。
○東京事務局では当該事象を管内各社会保険事務所に周
知し、氏名検索に係る適正な事務処理の徹底及び処理結
果リストのチェック及び決裁時の確認の徹底について、
改めて注意喚起した。

　平成２０年２月２５日付、国民年金任意加入資格取得申
出書が市町村窓口で受理され、現在まで任意加入者として
保険料を納付していたが、２１年１０月２０日、市町村よ
り喪失予定年月日の記載を漏らしていたので追加入力して

　本来、国民年金の任意加入は、６０歳到達時に満額の老
齢基礎年金を受給できない者が、任意で６５歳になるまで
の間、加入できる制度であるが、加入条件として受給権者
は 国民年金の任意加入が出来ないことになっている。

　当該者については事情説明及び国民年金保険料の還付
手続きのため訪問説明を行うため１０月２１日に連絡す
るも現在、留守のため連絡が取れない。

１０月２２日：ご本人に電話し 概略を説明。詳しく

　国民年金の任意加入は、繰り上げによる年金受給者で
ないことが加入条件であるため、加入申出書を受理する
ときは 市町村窓口で その条件を満たしているかどう

222
国民年金任意加入誤り
について

滋賀 彦根 H20.2.25 H21.10.21

り喪失予定年月日の記載を漏らしていたので追加入力して
ほしい旨依頼があり入力したところ「要再裁定警告メッ
セージ」が出力された。
　本来、年金受給者は、国民年金に任意加入できないこと
とされているが、調査の結果、当該者は平成２０年１月７
日受付で５９ヶ月の繰り上げ受給者（平成２０年１月２４
日裁定）であることが判明した。

は、国民年金の任意加入が出来ないことになっている。
　市町村窓口や事務所では、任意加入申出の際、年金の受
給者かどうかの確認を行ったうえで受理すべきであるが、
その点検が不十分であったこと。
　また、事務センターでは届書を入力した際、警告メッ
セージが出力されていたものと考えられるがパンチャーか
ら職員への伝達が徹底できていなかった。

１名 288,530
１０月２２日：ご本人に電話し、概略を説明。詳しく

は明日ご前中にお伺して話すことで了解得た。

　１０月２３日：国民年金課長と国民年金徴収専門官が
訪問し、経過を説明し市町村窓口、当所での点検漏れに
より迷惑をかけたことを謝罪し、任意加入により納付さ
れた保険料の還付処理のため還付請求書を受理した。

ときは、市町村窓口で、その条件を満たしているかどう
か、併せて加入後６５歳到達までに納付済み期間が４８
０月を超える場合は、必ず「喪失予定年月日」を申出書
に記入するよう周知徹底を図るとともに、事務所でも記
載事項について点検を徹底するよう指示した。

223
年金受給権発生年月日
の説明誤りについて

北海道 札幌西 H20.3.13 H21.3.13

任意加入をしていた国民年金被保険者が、平成２０年３月
１３日に「ねんきん特別便」の関係で札幌駅前相談セン
ターに来所された際、年金受給権発生までの不足月数を確
認したところ、６５歳後も特例任意加入として８ヶ月納付
すると、平成２１年３月１日に受給権が発生する旨の説明
を受けておりました。平成２１年３月３日に老齢基礎年金
裁定請求書を受理した後、内容を裁定センターにて審査し
たところ、配偶者が６５歳になっており国民年金第２号被
保険者ではなかったため、平成５年８月から平成６年３月
までの８ヶ月間が第３号被保険者に該当しないことが判明
いたしました。その結果、更に８ヶ月納付しなければ年金
受給権が発生せず、年金支給開始が遅くなることとなりま
した。

札幌駅前年金相談センターにて受給権発生年月日の確認の
際、配偶者の年齢（65歳以上）の確認を怠り、請求者の国
民年金第3号被保険者記録の正否の確認がされないまま、
札幌西社会保険事務所に誤った資格喪失予定年月日の入力
依頼をしておりました。
特例任意加入の必要な被保険者でありながら、資格喪失予
定年月日がＷＭ上入力されていなかったことから、あらた
めて合算対象期間等を明らかにできる書類を添付させ「特
例任意加入申請書」の提出を求めるべきでした。
　さらに、平成２１年３月３日の裁定請求書受付時におい
ても、オンライン記録上の資格喪失予定年月日を鵜呑みに
したまま正確な受給要件審査を行わず、結果、第3号期間
に非該当となる期間が含まれたまま受給資格ありと判断し
裁定請求書を受理したためです。

１名 318,066

３月１３日　年金給付課長が請求者へ謝罪と説明を行う
ため、電話にてご自宅に赴きたい旨を申し上げたとこ
ろ、訪問日は本人の都合により３月２４日となりまし
た。
３月２４日　年金給付課長と国民年金第一課長が被保険
者宅にて、これまでの確認不足について謝罪したうえ、
受給権発生まで今後８ヶ月納付が必要であることを説明
したところ、３号非該当となった平成５年８月分から平
成６年２月分までの８ヶ月分の保険料を、当時の金額で
納めたい。受給権の発生は、平成２１年３月でなければ
了承できないとの申し出があり、後日あらためて連絡す
ることとし帰庁しました。
４月１７日　総合相談室長があらためて説明を行うた
め、電話にてご自宅に赴きたい旨を申し上げたところ、
訪問日は４月２０日となった。
当日、自宅に赴き説明と現在の保険料額で納付する旨の
了承を得る

再発防止に向けた研修の実施（21年5月）
　・事務所…講師：年金給付課長、対象：年金給付課、
国民年金第一課・第二課、窓口相談員
　・駅　前…講師：センター長、対象：相談員
　・内　容…今回の事務処理誤りについて、事象と原因
及び経過について周知した。
　　　　　　任意加入申出書及び年金請求の受付時に
は、「受給資格期間確認票」を起票のうえ確認するこ
　　　　　　とを徹底した。特に、合算対象期間、第3号
期間の内容点検には、本人、配偶者の生年月日及
　　　　　　び婚姻年月日を確認することを再徹底し
た。
　現在は、特例任意加入申出書の内容確認の際、「受給
資格期間確認票」を添付し、年金給付課長と国民年
　金第一課長との合議による二重チェックを実施してい
るが 事故防止を踏まえチェック体制を再徹底した

了承を得る。
るが、事故防止を踏まえチェック体制を再徹底した

224
転出予定取消処理漏れ
による口座振替不能に
ついて

東京 江東 H20.5.15 H21.9.18

○平成２０年８月、被保険者より転出予定の申出を受けた
が、数日後、その転出予定取消の申出を受けた。転出予定
申出については共同事務センターに入力委託に出したが、
転出予定取消申出については被保険者記録を確認したとこ
ろ、転出予定登録がなされていなかったため、入力不要と
誤って判断した。その後、転出予定登録のみ行われ、転出
予定日より３ヶ月経過後に被保険者は不在被保険者とされ
たため、被保険者の平成２１年度一年前納口座振替が実施
できなくなった。
※口座振替されなかった金額：１７２，２３０円(平成２
１年度一年前納口座振替相当額)

○転出予定取消の申出を受け、被保険者記録の確認をした
際、転出予定登録がなされていなかったにもかかわらず、
転出予定につき既に申出を受けていないか、または区役所
に問い合わせする等、経過を確認せずに、処理不要と判断
したこと。
○決裁時の経過確認が不十分であったため、転出予定取消
につき担当者が入力不要と誤って判断したことに気付かな
かったこと。

１名 172,230

○江東社保の国民年金業務課長が被保険者に電話連絡
し、経過説明及び謝罪をした。また、口座振替されな
かった保険料の納付方法については、東京事務局と協議
の上改めて連絡させていただきたい旨伝えた。（9/18）
○協議の結果、１年前納口座振替相当額で領収しても構
わない旨の回答を得て、国民年金業務課長が被保険者に
連絡し、経過説明及び謝罪をした。被保険者は群馬県在
住のため、保険料領収については高崎社保に依頼し、高
崎社保の国民年金担当者より被保険者あてに連絡した上
で被保険者宅を訪問し、口座振替されなかった保険料に
ついて、１年前納口座振替相当額で現金領収した。
(11/19)

○江東社保では、当該事象を担当課職員全員に周知し、
転出予定取消の申出を受けた際、被保険者記録の確認時
に転出予定登録がされていない場合は、転出予定につき
既に申出を受けていないか、または区役所に問い合わせ
する等、必ず経過を確認するよう徹底した。また、決裁
時には入力不要扱いとした届書に係る処理経過を確認す
るよう徹底した。
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225
国民年金資格記録の補
正誤りについて

宮城 運営課 H20.6.4 H21.8.7

本人から提出された老齢年金請求書を業務管理室審査係に
おいて審査した過程において、厚年と重複する国年期間
（Ｓ45.4－Ｓ45.6）を補正する際、正しくは取得日をＳ
45.4.1⇒Ｓ45.7.21に補正する訂正処理票を誤って、Ｓ
45.4.1⇒Ｓ47.7.21と作成して仙台北事務所に入力依頼を
してしまったため、補正入力によって本来の還付期間であ
るＳ45.4－Ｓ45.6に加えてＳ45.7－Ｓ47.6の保険料も還付
してしまっていたもの。
　　　【還付金の過払い額　１０，８００円】

年金請求書の審査で、厚生年金加入期間に国民年金加入期
間記録が重複していたため、管轄社会保険事務所に依頼す
る処理票を作成したが、「年と月の数字」を錯誤し、正し
くは昭45.07.21と記入すべきを昭47.07.21と記入しチェッ
クにおいても判明できなかったことによる。

１名 10,800
ご本人の店舗に伺い、内容を説明し、謝罪しました。お
返しした還付金については、返納していただくことを説
明し、承諾を得ました。納付確認後、正しい記録を送付
しました。

○事務所長会議において業務管理質長より発生の経緯及
び再発防止策について報告を受け、全職員への周知と再
発防止策の徹底を図った。
○改めて誤記入がないよう係内で注意し,資格訂正はこれ
までどおり２名で確認するが、数字について一文字
チェックの徹底を確認した。

226
20歳到達時の適用漏れ
について

大分 別府 H20.7.1 H21.10.30

20歳到達により国民年金第1号被保険者に該当すべき者に
対して、20歳到達時（平成20年7月）に基礎年金番号が一
括付番されず 未付番 未適用となったまま約1年経過し

20歳適用対象者については、20歳到達月の2ヶ月前の月末
に総務省地方自治情報センターの住民基本台帳ネットワー
クから20歳到達にかかる情報が磁気媒体にて回付される。
回付された情報は社会保険業務センター（三鷹庁舎）にお
いてデータ取り込みを行い確認・変換を実施した後に各県
へ「20歳付番予定者一覧表」「20歳付番予定者一覧表（エ
ラー分再掲）」として配信される。 １名 0

　平成21年10月30日午後5時　親族あて国民年金第一課長
より以下の点について電話回答を行う。
○今回の件についてのお詫びと経緯説明を行う。
○以前より質問のあった「平成20年度分の学生納付特例
の申請ができないか」との事に対しては、社会保険庁国

臨時の国民年金課内における会議を開催し、今回の事象
の経緯説明を行い同じ誤りが発生しないように周知徹底
した。
　また、事務センターより20歳付番予定者一覧表及び20
歳付番予定者一覧表（エラー分再掲）リストが送られて
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について 括付番されず、未付番、未適用となったまま約1年経過し
ていた。

」
　平成20年6月6日配信分には、今回照会のあった被保険者
のみエラー分として記載があり、配信されたリストのエ
ラー内容の確認が漏れていたため、通常の付番処理が行わ
れず、照会のあった被保険者へ20歳適用にかかる国民年金
適用及び納付勧奨（免除勧奨を含む）等の通知が行われな
かった。(別添資料参照）

0 」 、
民年金事業室指導係に確認した結果、「合議を行うので
あれば事務処理誤り等報告書も一緒に提出していただく
こととなる」との回答を受けていたので、当所にて上部
組織へ合議する旨の回答を行った。

歳 番 定 表
きた際には、担当者及び担当課長の二重チェックによ
り、漏れが発生しないよう徹底することを再確認した。

227
国民年金記録訂正時の
入力誤りについて

東京 江戸川 H20.7.14 H20.11.17

平成20年7月、1ヵ月前納を行っている国民年金第１号被保
険者より、年金手帳記号番号登録処理票が提出される。被
保険者の記録は昭和62年5月以降現在まで国民年金加入中
となっていたが、厚生年金の加入期間66ヵ月を有してお
り、記録の統合処理を行った結果、国民年金と厚生年金の
加入期間に重複が生じたため、国民年金の加入記録を訂正
した。その際、担当者が資格喪失記録のみの追加処理を終
了後、同日中に他の期間に係る資格取得記録及び資格喪失
記録を追加処理したところ、被保険者は一度現存者から喪
失者となったため、口座振替情報記録が終了となり、口座
振替が不能となった。

○届書コード「９００－１２８」で資格記録の訂正を行う
場合、一度の処理ですべての訂正記録の入力を完了しなけ
ればならないところ、資格喪失記録のみを追加した時点で
データを送信してしまった。担当者は、同日中に残りの資
格取得記録等を入力すれば処理上は問題ないものと誤って
理解していたため、最初に入力した資格喪失記録が口座振
替情報記録に反映するとは考えず、処理終了後、口座振替
情報記録の確認を行っていなかったこと。
○処理結果リストのチェック及び決裁時の確認が不十分で
あったため、入力誤りを見落としたこと。

1名 0

○江戸川社保の国民年金保険料課長が被保険者に電話で
経過説明及び謝罪を行った。また、保険料の納付方法に
ついては東京事務局年金調整課と協議し、後日回答させ
ていただきたい旨伝え、先方より了承を得た。（11/17）
○東京事務局年金調整課と協議した結果、保険料につ
き、１ヶ月前納口座振替相当額で領収しても構わない旨
の回答を得たため、国民年金保険料課長が被保険者宅を
訪問し、経過説明及び謝罪をして、平成２１年８月～１
１月分保険料の１ヶ月前納口座振替相当額を金銭登録機
により現金領収し了解を得た。(12/2)

○国民年金保険料課長より、当該事象を担当課職員全員
に注意喚起を行い、届書コード「９００－１２８」に
よって資格記録を追加する場合、最終的に資格喪失で記
録が終了するかたちで入力処理をすると、現存者が喪失
者となり口座振替が終了になることを周知し、資格記録
の訂正をする際はその点に十分注意して処理するよう徹
底した。

228
20歳到達時における国
民年金の適用誤りにつ
いて

大阪 天王寺 H20.8.21 H20.10.16

  厚生年金被保険者に対し、20歳加入勧奨を行い厚生年金
加入中であるとの申し出がされたにもかかわらず、職権に
て国民年金被保険者資格取得処理を行い誤って年金手帳・
保険料納付書の送付を行ったもの。

社会保険業務センターからの配信時において、厚生年金保
険加入者は除外されるシステムであるが、厚生年金保険の
登録氏名が「尾崎」・市町村からの提供情報による漢字が
「尾﨑」となっていたため、別人としてコンピュターにお
いてリストアップがされた。また、８月末頃対象者に勧奨
文を送付したのち、９月初旬に厚生年金に加入中であるこ
との情報の提供を受けたにもかかわらず、担当課に的確に
引き継がれず、リストから除外できなかったため。

１名 0
　対象者に対して事務処理の誤りが発生した経過及び原
因を説明のうえ了承をいただき、１０月１７日事務所長
名の謝罪文を送付した。また、誤って送付した年金手帳
及び納付書を１０月２７日に回収した。

情報提供を受けた職員から、担当課への引継ぎが正確に
されなかったため発生したことから、連絡簿の作成を行
うことにより、確実に引き継ぎを行うよう改善に努め
た。

229
国民年金被保険者住所
変更届（転出取消）の
入力漏れについて

千葉 千葉 H20.10.1 H21.11.30

被保険者から住所の転出取消があったが、（警察共済組合
に加入したが、1週間程度で退職。共済では、加入扱いと
しないとのこと。）処理の際、WM上にて住所表示は確認し
たが、仮転出者表示の確認を怠り、処理不要としたことに
よりその後 不在者表示となり 21年4月に口座振替（1年

住所変更届（転出取消）を処理する際、WM上にて住所表示
は確認したが、仮転出者表示の確認を怠ったことによる。
　また、処理後の複数人による点検を怠ったことによる。

１名 0

国民年金係長から謝罪及び事象の経過と、付加保険料に
ついては、納付期限が経過している月分は納付できない
こと及び4月に遡っての前納はできない旨の説明を行い理
解を求めたが、社会保険事務所の誤りであり、平成21年4
月から平成22年3月までの付加保険料込みでの口座振替前
納金額での納付を強く要望しており、了承を得られな
かったため 事務局と協議する旨伝える 本庁回答を受

市町村から進達された国民年金被保険者関係報告書を処
理する際には、記載内容を十分確認のうえ、入力するよ
う改めて課員に周知した。
  現在は、処理不要分については、ハードコピーを添付
し 決裁過程において複数人で確実に点検することによよりその後、不在者表示となり、21年4月に口座振替（1年

前納）とならなかった。
かったため、事務局と協議する旨伝える。本庁回答を受
け、ご本人へ連絡。付加保険料込みでの口座振替１年前
納金額の現金での領収について、説明を行いご了承を頂
いた。

し、決裁過程において複数人で確実に点検することによ
り対応している。
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230
２０歳における基礎年
金番号の付番誤りにつ
いて

長野 長野南 H20.10.7 H21.6.19

　２０歳における基礎年金番号の付番時に、２０歳前付番
（厚生年金加入）されている記録で、ふりがなが同姓同
名・同一年月日である別人の記録を誤って使用してしまっ
た。

　学生納付特例申請書の処理（平成２０年６月２３日）に
おいて、基礎年金番号欄が未記入のため確認したところ、
資格取得届が未届であり、また、２０歳の付番時における
疑重複調査対象者でありながら、調査未完了の為に基礎年
金番号が付番されていないことが判明。
　このため、学生納付特例申請者である長野市在住の被保
険者に対し資格取得届の提出を文書にて依頼（平成２０年
８月１９日、前担当者）したが、疑重複調査票を同封せず
送付してしまった。
　また、資格取得届書の提出（平成２０年９月１日受付）
による処理において、疑重複調査が未完了にもかかわら
ず、当該届の基礎年金番号欄に「××××－×××××
×」と前担当者が記入し、後担当者(平成２０年１０月１
日、異動）が資格取得届及び氏名訂正の処理(平成２０年
１０月７日）を行ったため、別人の基礎年金番号にて資格
取得処理を行ってしまった。

2名 0

　島田社会保険事務所国民年金第二課課長に島田市在住
の被保険者についての２０歳前厚生年金加入についての
調査を依頼(６月１８日）
　島田社会保険事務所より被保険者本人とは連絡は取れ
なかったが、母親より清水市清水区の会社に勤めたこと
があるとの回答を得たと連絡(６月１９日）があり。
　長野市在住の被保険者の母親に対し面談による経過説
明及び謝罪を行い「ねんきん特別便」を回収のうえ、新
たに基礎年金番号の付与及び年金手帳の交付を行った。
　清水市清水区在住の被保険者の母親に対し電話にて経
過説明及び謝罪を行い、清水市清水区在住の被保険者記
録である厚生年金記録について、被保険者記録の整備を
行った後に、現在の基礎年金番号へ記録の統合を行うこ
とを説明し理解を得る。

○課内会議を開催し、当該事象についての報告を行うと
ともに、適正な事務処理の徹底及び人事異動における処
理未完了届書の引継ぎ等、適切な引継ぎを行うよう注意
喚起を図った。
事務局の対応
○管内社会保険事務所に、この度の事務処理誤りを周知
し、基礎年金番号の疑重複調査においては、氏名・生年
月日・性別・住所の確認を的確に行うとともに、必要に
応じて変更履歴等（今回の事例においては、氏名）の確
認も行うよう改めて徹底した。また、人事異動に伴う引
継ぎについては、漏れの無きよう文書にて行うよう周知
した。

231
国民年金第３号該当届
の入力誤りについて

秋田 業務管理室 H21.1.23 H21.5.20

　(別人を国民年金第３号被保険者として処理したもの)
健康保険の被扶養者異動届(「国民年金第３号該当届」を
兼ねた書式)の処理に際し、被扶養者(第３号該当者)の基
礎年金番号が記載されていなかったため、氏名索引により
当該者の基礎年金番号を検索し届書に記載のうえ、入力担

・届書に記載されていた生年月日と氏名により検索。記入
された生年月日が誤りであったため、氏名索引により検索
した別人の基礎年金番号を記入した。

２名 0

　21日処理済、事業所担当者に電話にて状況説明とお詫
びをするとともに、ご本人にはお詫びの文書を送付(２９
日)した。

･ 正規の第３号該当者については 事業所担当者に電話

・事前審査において氏名索引等の記録照会を行う場合、
検索された内容と届書に記載されている内容との突合確
認を徹底する。また、安易にオンライン照会を行わず、
不備な書類については、返戻も考慮する。なお、オンラ
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の入力誤りについて
該 番 載 、

当へ回付・第３号該当処理を行ったところ、届書に記載さ
れていた生年月日が間違っていたため、氏名索引により検
索されて第３号被保険者として処理した者は別人であるこ
とが判明した。

・届の事前審査において、氏名索引により検索された者の
氏名(漢字表記)、住所の確認が不十分であった。

0 ･ 正規の第３号該当者については、事業所担当者に電話
連絡でお詫びするとともにご本人には電話したが不在で
あったため、配偶者を通して連絡を行った。(平成21年5
月21日)。また、お詫びの文書を送付(２９日)した。

類 、 考 、
イン照会により処理を進める場合には、必ずハードコ
ピーを取得のうえ該当届書等に添付し、その後の点検確
認を徹底する。

232
国民年金保険料納付書
の二重送付について

東京 北 H21.3.19 H21.4.15

○平成２１年２月、北社保で国民年金職権適用を行った被
保険者の資格取得の入力を行い、その際作成された平成２
０年度以前分の納付書と平成２１年度分納付書を事務所か
ら被保険者宛発送した。納付書は本来、社保庁から作成・
送付されるが、職権適用者の場合、一旦事務所に回送し、
職権適用した旨の文書を納付書に同封して送付することと
している。当該被保険者の情報には納付書を直送しないた
めの特定者「Ｄ」表示を行い、納付書作成後に当該表示の
取消を行うこととしている。東京事務局の指導により、特
定者表示等の取消処理は、２１年度定時分納付書の二重発
行を防ぐため、平成２１年３月２３日以降に行うこととさ
れていた。ところが、北社保で誤って３月１９日に当該取
消処理を行ったため、特定者「Ｄ」登録取消処理対象者１
９０名のうち、資格喪失等により納付書送付不要の４３名
を除く１４７名に対し、２１年度定時分納付書が社保庁に
おいて再度作成・送付されてしまった。

○平成２１年３月１２日付で、東京事務局年金調整課より
平成２１年４月定時分国民年金保険料納付書の作成スケ
ジュールの変更に関して事務連絡を発出した際、特定者表
示等の取消処理の取扱いの留意事項を示していた。北社保
では、当該事務連絡の取扱いの解釈を誤り、２１年度定時
分納付書は３月１９日時点の被保険者記録により作成され
るため、それまでに特定者表示の取消処理を行わなければ
ならないものと勘違いし、担当課長が担当者に３月１９日
に入力処理を行うよう誤って指示していたこと。

１４７名 0

○北社保の国民年金業務課において、納付書を二重送付
した対象者の特定を行い、対象者に対して謝罪とともに
一方の納付書の破棄を依頼する文書を作成した
（4/15）。
○対象者147名全員に対して、上記謝罪文書を発送した。
（4/16）
○その後、現在まで対象者からの二重納付した旨の連絡
や問い合わせ・苦情等は寄せられていない。
※東京事務局では、管内各社保に対し、同様の誤りがな
いかを調査し、他には納付書の二重送付がないことを確
認した。

○北社保では国民年金業務課長が当該事象を担当課職員
全員に周知し、事務局連絡文書の内容を再確認するとと
もに、定時分保険料納付書作成にかかる適正な事務処理
について徹底した。また、事務局等からの連絡事項等
は、課・係内で十分確認し、周知・徹底することとし
た。

233
国民年金種別変更届に
係る審査誤りについて

千葉 業務管理室 H21.4.23 H21.5.11

　被保険者から提出のあった「国民年金被保険者種別変更
（１号被保険者該当）届書」を、旧氏名が同姓同名の別人
の記録を誤って種別変更及び住所変更処理を行ったため、
別人の基礎年金番号及び氏名で発行された納付書が当該被
保険者に送付された。

　市役所から国民年金被保険者関係報告書の提出があり、
処理を行う過程において、基礎年金番号欄に記載された番
号が基礎年金番号に統合される前の手帳番号であったこと
から、正しい基礎年金番号の確認をする際、氏名索引によ
る検索によらず、年金手帳の番号から「ねんきん特別便」
情報により、旧姓が同姓同名の別人の基礎年金番号を当該
被保険者のものとして種別変更及び住所変更処理をしてし
まったことによる。

１名 0

　千葉年金相談センターにおいて事務処理誤りについて
説明及び謝罪を行い、誤った納付書を回収するとともに
正しい納付書を後日送付することで御了承いただいた。
また、担当職員から誤って種別変更及び住所変更処理を
行った被保険者宅に電話にて事象の経過と謝罪を行いご
理解を得た。

担当係長から係員全員に対して、当該事象を説明し 基礎
年金番号を特定する際、氏名索引による検索を確実に行
うよう指示した。

234
国民年金種別変更届時
の住所変更確認漏れ等
について

東京 八王子 H21.6.9 H21.8.10

○平成21年5月22日受付の種別変更届（3号から1号）の事
務所での事前審査において、同一市内で住所が変更されて
いることに気付かず共同事務センターに入力の委託を行っ
た。その結果、平成21年6月15日作成の納付書が未送達と
なり事務所に返戻されていた。町田市役所に未送達者一覧
表を送付し住所の確認を行い、市役所より回答のあった未
送達者一覧表にて住所変更し、平成21年8月3日作成の納付
書が送付されたが 納付書の発行が遅れたことにより 通

○事務所で種別変更届を受付した際の事前審査において、
被保険者記録と入力帳票との照合・確認が不十分だったた
め、同一市内で住所が変更されていることに気付かなかっ
たこと

1名 144,470

○被保険者からの電話照会に対し、国年保険料課職員が
処理経過を確認の上折り返し連絡する旨伝えた。事務所
で確認できた電話番号が現在使用されておらず、被保険
者宅を訪問するが不在であったため、文書を郵便受けに
投函し、連絡待ちとした。（8/10）
○被保険者より電話があり、国民年金調査官が電情説明
及び謝罪を行い、平成21年6月からの前納の取扱いについ
ては、上部組織と協議し回答する旨を伝え了承いただい
た。（8/13）

○八王子社保では国民年金担当課職員船員に当該事象を
周知し、市役所から送付された種別変更届等の入力帳票
を審査する際は、被保険者記録により住所の確認を確実
に行うよう徹底した書が送付されたが、納付書の発行が遅れたことにより、通

常に納付書が作成されていれば納付のできた平成21年6月
分からの前納ができなくなった。
※前納できなくなった保険料額：１４４，４７０円（平成
21年6月分～平成22年3月分）

たこと。
/

○協議の結果、平成21年6月からの前納者として保険料を
収納することとした。(8/24)
○国民年金保険料課長ならびに国民年金調査官が相手方
宅を訪問し、改めて謝罪の上、平成21年6月から22年3月
までの前納保険料を金銭登録機により領収して了解を得
た。(8/28)

に行うよう徹底した。
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235
国民年金第３号被保険
者該当届の基礎年金番
号入力誤りについて

東京
共同事務セ

ンター
H21.6.16 H21.7.8

○総合健康保険組合経由で受付をした被保険者Ａに係る
「国民年金第３号被保険者該当届」の審査の際に、３号被
保険者の基礎年金番号欄が未記入であったため、担当者が
添付されていた被保険者Ａの年金手帳の基礎年金番号を届
書に転記する際、誤って別の被保険者Ｂの番号を記入し
た。その後、入力処理に回され、当該届書のとおり入力処
理が行われたた結果、被保険者Ｂのについて当該届書に基
づく誤った資格記録が登録され、被保険者Ａ宛に誤った内
容の第３号該当通知が送付されてしまった。

○共同事務センターにおいて、審査担当者が年金手帳の基
礎年金番号を届書に転記する際、確認が不十分であったた
め、番号の末尾の数字「０」を「１」と勘違いし誤って記
入してしまったこと。
○基礎年金番号を誤って入力しても、生年月日により
チェックされるところ、被保険者Ａと被保険者Ｂは生年月
日が同一であったため、エラーとならずに処理を終了した
こと。
○処理結果リストのチェック時において、確認が不十分で
あったため、入力誤りを発見できなかったこと。

2名 0

○東京事務局運営部業務課では、今後、被保険者Ａの住
所地管轄社保に被保険者Ａ及び被保険者Ｂの被保険者記
録の整備を依頼するとともに、各被保険者と連絡を取
り、事情説明及び謝罪を行うこととしている。
○被保険者Ａおよび被保険者Ｂの被保険者記録を訂正し
た。(7/13)
○被保険者Ａに対し、業務調整専門官より電話で改めて
謝罪するとともに、資格記録については正しく整備され
た旨を連絡し了解を得た。(9/16)

○共同事務センターでは、当該事象を担当職員全員に周
知し、届書の審査時における基礎年金番号の確認につい
て、より慎重に行うよう徹底した。

236
３号該当届の基礎年金
番号の入力誤り

兵庫 業務管理室 H21.7.27 H21.9.17

平成２１年９月１１日に高砂市役所より加古川社会保険事
務所へ連絡があり、『転入事実調査票の処理の際、2人の
被保険者が同じ基礎年金番号を使用しているがどのように
処理すべきか』との照会があった。調査した結果、共同事
務センターにおける審査入力で 同姓同名同生年月日の別

共同事務センターにおける審査段階で、３号該当届に基礎
年金番号が記入されていなかったことから、氏名索引で検
索した際に別人の番号を誤って本人の番号として記載して 2名分 130,230

年金記録を正しい記録に補正した上で、１０月２日、A市
在住のA様へ電話連絡を入れ、お詫びと事情を説明しまし
た。
　また、誤って還付してしまった保険料については、１
０月１６日、自宅へ伺い回収手続き（返納金）をとらせ
ていただきました。
　一方、B市在住のB様につきましては、連絡先が不明で
あったため１０月２３日お詫びと説明の文書を作成し発
送しました

事務等担当者には、今後、同じ過ちをしないよう厳しく
指導すると共に、係内において基礎年金番号の特定方法
（氏名・生年月日・性別・住所が完全に一致している場
合のみ特定する。）について、再周知を図りました。
　今後は、特定した基礎年金番号の基本画面のハードコ
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番号の入力誤り 務センターにおける審査入力で、同姓同名同生年月日の別
の被保険者の基礎年金番号を同一人物と判断し、３号取得
処理が行われてしまい年金記録に誤りが生じたことが判明
した。

番 誤 番 載
しまい、入力時にも名前の漢字が違っていることに気づか
ず処理が行われてしまったため。

130,230 送しました。
　なお、１１月２日現在、ご本人からの苦情等の連絡は
ありません。
　お二人とも１０月生まれの方で、「ねんきん定期便」
が送られるところですが、業務センターへ発送停止の依
頼をし、定期便の郵送を止めた後、改めて再交付登録を
することにより、正しい定期便が届けられるよう処理を
行いました。

、 定 番
ピーを届書に添付し、入力担当者へ引き継ぐこととしま
す。
　また、入力者は添付されたハードコピーを再度確認の
上、本人に間違いなければ入力を行うこととします。

237
資格取得時における基
礎年金番号の記載・入
力誤り

兵庫
事務セン

ター
H21.9.1 H21.10.29

平成21年10月29日、Ａ市内の事業所より明石社会保険事務
所に電話があり、資格取得決定通知書の基礎年金番号と本
人が所持している年金手帳の基礎年金番号が相違している
との照会があった。
　確認したところ、同姓・同名の別人の記録に資格取得処
理を行っていたことが判明した。

Ａ市内の事業所から明石社会保険事務所に提出された資格
取得届を、共同事務センターで審査した際に、基礎年金番
号欄に記載がなかったため、氏名検索をして同姓・同名・
同生年月日の他県の被保険者の基礎年金番号を誤って記入
し、平成21年9月2日入力処理されたため。

1名 0

資格取得記録（年金記録）を正しい記録に補正した上
で、けんぽ協会に健康保険被保険者証の発行依頼を行
い、あらためて事業主様に事情説明と謝罪を行った。
　事業主様は、１１月４日に共同事務センターにご来訪
いただき、健康保険被保険者証及び決定通知書の差替え
をさせていただいた。その際にご本人様宛に被保険者記
録回答票を作成し、年金記録の再確認をしていただくよ
う依頼した。
　一方の他県の被保険者には、電話を数日間にわたり連
絡を試みたが不在のため、お詫びと経過説明の文書を作
成し、書留郵便（親展）にて１２月９日投函した。

今後は、特定した基礎年金番号の基本画面のハードコ
ピーを印字し、届書に添付した上で入力担当者に引き継
ぐことに変更した。
　また、入力担当者は、添付されたハードコピーを再度
確認してから、本人の基礎年金番号に間違いがないこと
を確認した上で処理することとした。
　なお、処理誤りを発生させた担当者には、再度処理ミ
スを行わないよう指導すると共に、担当職員全員に基礎
年金番号の特定方法について周知を図った。

238
国民年金２０歳時の資
格取得届入力漏れにつ
いて

静岡 島田 H14.9.20 H21.2.16

島田市役所から「国民年金異動報告書」(各種届書の連絡
票）が事務局事務センターに送付（1月29日受付）された
が、この中に転出届（住所変更届）の入力処理が出来ない
被保険者があり、2月16日に島田社会保険事務所あて書類
が返送された。
　事務所で原因を確認したところ、平成14年9月20日に
行った国民年金の20歳新規取得処理において、入力処理後
に「疑重複者調査・確認票」が出力され「本人と同一人」
であることを確認したため、同日に重複取消処理を行った
が、その後この被保険者の基礎年金番号による資格取得処
理を怠ったことにより資格記録が登録されず、納付書が発
行されないままとなった。

　国民年金被保険者資格取得処理時に発生した疑重複の場
合は、疑重複者調査・確認票（調査結果登録処理票）の入
力処理を行い、整理後の基礎年金番号で再度国民年金の取
得処理を行うこととなっているがその入力処理を怠り、ま
た、決裁時においても処理漏れを見落としたことによるも
の。

1名 0

国民年金第1課長が電話連絡。経過を説明した上で、面談
の申し出をしたところ2月19日夜間での約束を得た。
  国民年金第1課長と国民年金第2課長が、被保険者の実
家に赴き本人と面談し、経過説明した上で謝罪するとと
もに今後の納付方法について説明し、了解を得た。
　また、平成16年9月から現在までの「20歳到達予定疑重
複調査対象者一覧表」1108名について再点検したところ
漏れはなかった。

　疑重複者調査・確認票（調査結果登録処理票）の処理
に際しては、同時に資格取得処理を行うことを職員に改
めて徹底し、決裁時においても「20歳到達予定疑重複対
象者一覧表」と基礎年金番号情報照会回答票(020　005画
面)の添付を徹底させ、複数人による資格取得処理の確認
を行い、再発事故を防止する。

239
国民年金第３号被保険
者死亡届の処理漏れに
ついて

東京 中央 H14.10.17 H21.2.19

　平成１４年９月末～１０月中旬までに、国民年金第３号
被保険者が平成１４年９月１９日に死亡したことに伴う死
亡届が事業所より郵送されたが、処理担当者が誤って種別
確認届として処理を行っていたため、死亡届の処理が行わ

○届書は廃棄済のため経過は不明であるが、事業所の発信
簿により国民年金第３号被保険者死亡届が提出されたこと
を確認しており、平成１４年１０月１７日に平成１４年９
月２０日付の国民年金第３号種別確認の処理が行われてい
たことから、担当者が何らかの理由により当該届書を種別
確認の届書と勘違いし、誤った処理を行ったことが考えら
れる。

１名 0

○中央社保の国民年金業務係長より、事業所担当者に電
話で経過説明及び謝罪を行った。先方より、当該被保険
者の夫が憤慨されていることが伝えられる。翌日、被保
険者夫と事業所担当者にお詫び文書を送付することを約
束した。(2/19)
○中央社保より、被保険者夫と事業所担当者宛にお詫び
文書を送付した。(2/20)
○中央社保の国民年金業務係長より事業所担当者に架電

○中央社保では課内会議において当該事象を担当課職員
全員に周知し、届書受付時・入力時の届書内容のチェッ
ク、処理結果リストのチェック及び決裁時の確認を徹底
するよう改めて指示するとともに、その後の届出による

れず、記録上現存第３号被保険者のままとなっていた。 ○入力前の審査時に被保険者及びその配偶者の被保険者記
録により届出内容を十分確認しなかったこと。また、処理
結果リストのチェック及び決裁時の確認が不十分であった
ため、誤入力を見落としたこと。

○中央社保の国民年金業務係長より事業所担当者に架電
し、被保険者夫に文書送付した旨説明し再度謝罪する。
また、死亡の事務処理も完了しており、今後被保険者宛
に定期便等が送付されることはない旨を説明し、了解を
得た。（2/24）

不整合等がないかを十分に確認するよう注意喚起した。
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240
国民年金第１号種別変
更届入力もれについて

静岡 島田 H17.11.15 H21.7.27

焼津市役所から年金特別便が送付された被保険者から、平
成17年10月28日から第1号被保険者に種別変更してあるは
ずですがどうなっていますかとの照会あり。ＷＭで資格記
録を確認したところ、第１号被保険者への種別変更処理が
されておらず従前の種別である第３号被保険者のままと
なっていた。このことにより納付書が発行されず平成１７
年１０月分から平成１９年５月分まで２０ヶ月分の保険料
が時効により納付不能となった。

焼津市役所から平成１７年１１月に進達された国民年金被
保険者異動届を確認したところ、当該被保険者の種別変更
届は処理済として整理され、入力委託業者による入力印も
押印されていた。しかしながら資格記録に登録されていな
いことから、何らかの理由により入力処理漏れとなったも
のが決裁時においても見落とされ未処理となったものと思
われる。
　なお、入力印が押印されていたことについては、種別変
更届と同時に提出された住所変更届（転居）の入力処理を
行ったことにより押印されたものと推測される。

１名 276,000

国民年金第1課長が電話連絡。経過を説明した上で、面談
の申し出をしたところ7月28日午後2時での約束を得た。
  国民年金第1課長と国民年金第2課長が、被保険者の実
家に赴き本人と面談し、このたびの種別変更届の処理漏
れについて経過説明するとともに、保険料が時効により
納付不能となったことについて深謝した。
　なお、今後の納付方法について６０歳以降の任意加入
制度を含め説明した。
　ご本人からは年金の受給資格期間を既に満たしている
こともあり、取り立てて抗議の言葉もなくご了解をいた
だいた。

　事務所内においては、同様の事故事例がないか過去の
国民年金異動報告書を確認することとし、平成１６年４
月から平成２０年１２月（事務センターでの事務集約化
以前）までの期間に進達された２，２９２件について再
点検を実施し、同様の処理漏れが無いことを確認した。

平成２１年１月から、国民年金事務の集約化に伴い国民
年金異動届に関する事務処理は社会保険事務局事務セン
ターにおいて処理されている。
　社会保険事務局事務センターでは、国民年金異動届処
理結果に関する点検は複数職員による相互点検が徹底さ
れ処理漏れの防止を図っている。
　島田社会保険事務所において緊急的に国民年金異動届
を処理する場合は、複数職員による相互点検を徹底して
処理漏れ防止に努める。

241
国民年金異動報告書の
未処理について

静岡 三島 H18.4.11 H20.10.1

　市役所から資格喪失届が進達され処理を行おうとしたと
ころ、対応する資格取得記録がなく入力することができな
かった。調査した結果、平成１８年４月６日受け付けた同
市役所から進達された国民年金異動届（リスト）の中に未
処理があることが判明し、被保険者５件について国民年金
資格記録に未加入期間が生じた。
　このことにより、国民年金保険料の納付書が発行されな

国民年金異動届（リスト）については入力委託をしている
が、何らかの理由により入力委託側で入力が出来なかった
ものが 職員のチェック漏れにより処理されずそのまま決

10名 0 10名の被保険者の方に保険料を徴収できる旨説明した。

　現在、国民年金異動届に関する事務処理は、事務セン
ターにおいて集中処理を行っているが、今回の事例を踏
まえ、事務センターにおいて、国民年金異動届の処理結
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未処理について
島 、 民

いまま、時効により国民年金保険料を納付できない期間が
生じた。
　その後、平成１８年４月～平成２０年９月までに受け付
けた国民年金異動届（リスト）約２２，５００件分を確認
したところ、新たに５件（１８年５月分リスト４件、１８
年６月分リスト１件）の同様の事例が判明した。

ものが、職員のチェック漏れにより処理されずそのまま決
裁となったものと推測される。

0 、 、 民 動
果に関する点検を複数の職員による相互確認を確実に実
施することとした。

242
国民年金異動報告書の
入力漏れについて

埼玉 所沢 H20.2.18 H21.1.28
所沢市からの国民年金異動報告書を入力室に送付した際、
第３号被保険者から強制加入となる種別変更処理の入力漏
れが判明した。

　所沢市からの国民年金異動報告書の該当者の欄に×印が
あり、入力室で処理不要と判断したと思われる。

１名 0

　被保険者より夫は平成19年9月4日厚生年金喪失により
国民年金1号被保険者の処理がされ、納付しているが、被
保険者あてには納付書が届いていない旨電話連絡あり。
事務所としては市からの報告書は入力室に処理を依頼
し、事務所で確認をしているが、今回、入力漏れが発覚
し謝罪するも了承を得られず。謝罪と今後の対応につい
て文書での回答を要求。回答については事務所及び入力
室にて協議のうえ、所長名で文書を交付することとし
た。
　平成21年2月2日に所長名で謝罪文と過年度納付書を本
人あて送付。

入力室送付前の事前チェックの徹底。市役所に対する報
告書の記入方法の指導を行う。入力室において処理した
書類について、処理結果リストとのチェックを再度徹底
する。
　所長会議において、事象を報告するともに、適正な事
務処理と再発防止の徹底を図ることとした。

243
国民年金前納保険料の
納付記録の入力処理誤
りについて

山口 萩 H20.4.11 H21.3.30
社会保険事務所窓口にて国民年金定額保険料と付加保険料
を２枚の納付書で同日前納したが付加保険料が納付記録に
反映されてなかった事象。

入力処理日の翌日に領収済報告書入力結果一覧表が配信さ
れ、エラー分の事故表示が出力されていたにもかかわら
ず、確認漏れで追加処理を行っていなかったため。

1名 0

平成２１年４月１４日事前連絡のうえ、１６時頃相手方
自宅を国民年金課長が訪問。２０年度分の納付記録に付
加保険料が反映していなかったこと、それにより昨年送
付された控除証明書の金額が正しく表示されていなかっ
たこと、について本人記録等【国年画面（基本・納付
Ⅰ・納付Ⅱ）、被保険者記録照会回答票、社会保険料
（国民年金保険料）控除証明書】を持参し説明を行っ
た。誤りが判明した後に関係書類を調査確認し、記録を
正しく訂正した旨を伝えるとともに持参した本人記録等
を手渡した。ご本人より事情も解ったし、記録が正しく
なっているのであれば問題ないとのご理解をいただい
た。

領収済報告書入力結果一覧表の確認を確実に行い、エ
ラー分を確実に処理することを徹底した。

244
任意加入資格喪失予定
年月日変更申出書の入
力漏れについて

東京
事務セン

ター
H20.11.17 H21.2.25

平成17年7月、被保険者が60歳以降の任意加入及び付加納
付申出をした際、資格喪失予定年月日が平成20年11月1日
（300月到達時）で登録処理されていた。平成20年10月に
被保険者より、資格喪失日の変更（平成22年6月17日喪失
予定に変更）の申出があり、区役所より送付された統一帳
票を共同事務センターに入力委託する。ところが、電話番
号の登録処理のみ行われ、資格喪失年月日の変更処理がさ

○本来であれば、任意加入者の資格喪失予定日の変更等
は、区役所において他の帳票とは区別して事務所に送付
し、個別に事務所で処理する案件であった。しかし、今
回、特に区役所からは連絡がなく、通常の帳票と分けずに
送付されたが、事務所の確認不足によりそのまま入力委託
をしていたこと。
○共同事務センターにおいて、帳票と処理結果リストの確

1名 44,280

○北社保の国民年金業務課長より、区役所に事実確認を
した上で、被保険者に電話で経過説明及び謝罪を行っ
た。付加保険料及び口座振替相当額での領収について
は、東京事務局と協議の上、後日連絡することとした。
(2/25)
○東京事務局年金調整課で協議の結果、付加込み１ヶ月
前納額での納付を認めることとした。（3/3）
○国民年金保険料課長が被保険者に電話連絡し、ご来所

○共同事務センターにおいて、当該事象を担当課係長よ
り担当入力チーム職員全員に周知し、入力後の届書と処
理結果リストの確認の徹底について、改めて指示した。
○北社保において、当該事象を担当課長より担当課職員
全員に周知し、入力委託から戻ってきた届書と処理結果
リスト及び決裁時の確認の徹底を改めて指示した。ま

れないまま事務所に返戻されたが、事務所でも処理漏れを
見落としたため、従前の資格喪失予定日が変更されないま
まとなり、平成20年11月分以降の付加込み保険料の1ヵ月
前納口座振替ができなくなっていた。

認が不十分であったこと。
○事務所において、委託から返戻された帳票と処理結果リ
ストとのチェック、決裁時の確認が不十分であったため、
入力処理漏れを見落としたこと。

民 長
していただいたため、改めて謝罪し４ヶ月分保険料を金
銭登録機により領収した。また、今後については口座振
替を再開していただくようお願いし了解を得た。（3/5）
※平成２１年度分は口座振替で納付していただいてい
る。

た、区役所に対し、任意加入者の資格喪失予定年月日の
変更等個別の対応が必要な案件は、通常の統一帳票と分
けて送付するよう、改めて依頼をした。
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245
免除申請未申告者への
却下、承認通知の遅延
について

愛知 昭和 H20.12.26 H21.9.10

平成20年度国民年金免除申請書(平成20年11月１4日～平成
21年3月27日受付)１３件について、未申告者のため所得証
明をお願いし、所得証明なき場合は却下する旨の文書を平
成20年12月26日から平成21年6月3日にかけて申請者宛に送
付したが、免除処理がされておらず、却下または承認通知
が申請者に対し送付されていなかった。
　なお、納付書は全員に送付されていた。

担当者が、未申告者にかかる事務処理は数をまとめて処理
しようと思い、一般の免除処理業務に追われ、滞留させて
しまった。

１名 0

早急に、市区町村に対し所得の申告の有無等を確認し、
未申告者により却下した場合、平成20年度の免除申請は
平成21年8月以降できないことから、未申告者に対しては
再度、電話、電話不通の場合は文書により申告の意思を
確認し、免除処理を行う。
　また、申告者に対しては、承認通知書等にお詫びの文
書を同封する。

最低1か月に1回は、上司が滞留申請書のないよう確認を
行うこととした。

246
ねんきん定期便別送対
象者一覧表の報告もれ 東京 企画課 H21.2.1 H21.10.13

○ねんきん定期便をＷＭ上に登録されている住所以外へ別
送する場合、業務センターへ別送対象者一覧を報告し、該
当者へ送付することされている。平成２１年２月１６日付
事務局事務連絡に基づき各社会保険事務所から事務局年金
調整課へ報告のあった対象者のうち、４事務所合計２９４
人の報告漏れがあり、定期便が別送先以外の住所に送付さ

○事務局年金調整課において、各事務所から報告のあった
別送一覧の取りまとめの際、エクセルファイルに複数の
シートがあるのを見落とし、一部分のシートの対象者のみ
業務センターへ報告していたこと。 294名 0

○事象判明後、事務局において全事務所の当初分報告書
を確認したところ、他3事務所について同様の事象がある
のを確認した。（10/13）
○判明した対象者について、ねんきん定期便情報照会及
びねんきん特別便情報照会により、定期便が未送達と
なった者、特別便未送達により発送されていなかった
者、ＷＭ上の住所への送付済みの者の確認作業を行い、

○各事務所からの報告を取りまとめる際のチェックを十
分に行い 報告漏れのないよう徹底する
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象 表
について

、定期
れた。（一部については、業務センターへ宛先不明で返戻
済み）
※該当事務所：北、葛飾、立川、武蔵野
※別送先以外の住所に送付されたことに伴う苦情やトラブ
ル等の事例は報告されていない。

　また、チェック時及び決裁時に事務所報告と業務セン
ターへの報告内容の照合・確認が不十分であったため、報
告漏れを見落としたこと。

0 、 、
確認結果について東京事務局より関係事務所に連絡し
た。（10/28）
○東京事務局より該当社会保険事務所あてに事務連絡を
発出し、対象者に係るねんきん定期便の再発行及び別送
先への送付について、具体的な対応方法を指示した。
（11/2）

分に行い、報告漏れのないよう徹底する。

247
国民年金被保険者資格
取得届の入力漏れにつ
いて

長崎 長崎南 H21.2.16 H21.6.19

平成２１年２月１２日に長崎市役所において平成２０年８
月２１日付の国民健康保険及び国民年金資格取得届の手続
きを行ったが、未だに国民年金の納付書が送付されてこな
い旨の問い合わせあり。書類を確認したところ、同日付け
で第３号被保険者に加入していたために、長崎市役所から
提出があった届書を処理不要と判断して、国民年金第１号
被保険者資格取得の処理を行っていなかったことが判明し
た。

長崎市役所の国民健康保険を取り扱っている係で、遡及し
た資格取得の届出（離職日を源泉徴収票により確認）を第
２号被保険者から第１号被保険者への移行として受理し
た。
　社会保険事務所において同届書を入力処理する段階で、
妻の国民年金記録は、妻の離職日の翌日（平成20年8月21
日）より既に第３号被保険者となっていたために、長崎市
から提出された届出は、処理不要として取り扱ってしまっ
た。長崎市役所又は被保険者本人に対して再確認を取るこ
とを怠ったことが原因である。

１名 0

○平成２１年６月１９日にご本人様より連絡を受け、書
類等確認後経過を説明することを申し入れたが、６月２
３日に事務所へ来所する旨申し出があった。
○平成２１年６月２３日夫婦で来所され、夫より「妻が
退職後に引き続き傷病手当金を受給しており年末調整で
遡及して国民年金資格取得の届出を行うよう職場より依
頼があった」との説明あり。これを受けて、当所として
これまでの経過を説明するとともに謝罪し、平成２０年
８月２１日をもって２号から１号の資格取得の処理を行
い、納付書により保険料を納付していただくことで了承
を得た。

長崎南事務所において、今回の関連した自治体に対し受
付時点での確認事項等について、届書に付記していただ
くよう再度、協力依頼を行った。
また、事務局業務管理室及び管内の社会保険事務所に対
し、疑義がある届書については、本人または自治体に照
会することを周知徹底した。

248
第３号被保険者種別変
更届の処理漏れについ
て

山口 業務管理室 H21.5.14 H21.12.7

平成２１年１２月７日午後３時頃、岩国市役所職員係より
３号被保険者である者に国民年金保険料の納付書が届いて
いるので確認してほしい旨の連絡が岩国社会保険事務所適
用徴収課に入る。同課にて確認すると平成２１年５月１４
日事務センターにおいて健康保険の扶養の処理がされてい
たが、３号被保険者届は処理されることなく、健康保険の
被扶養者異動届とともに岩国事務所へ送付していたことが
判明した。

被扶養者異動届の事前審査の段階で、国民年金第３号被保
険者届を切り離し、管理二係（国民年金担当）へ引継ぎ管
理二係で入力処理を行うこととなるが、事前審査の時に引
継ぎが漏れたものと思われる。

1事業所
１名 0

平成２１年１２月７日、岩国社会保険事務所適用徴収課
長から岩国市役所及び当該被保険者へ電話をし、お詫び
と早急に処理すること等の説明を行い、了解を得た。
第3号被保険者資格該当通知書は、12月15日に業務管理室
より発送した。

本件について、職員に周知するとともに、決裁の段階に
おいても第３号被保険者届の確認を行うことを改めて徹
底した。

249
国民年金第１号被保険
者資格取得届の入力漏
れについて

東京 中野 H21.6.3 H21.7.24

○平成２１年５月、被保険者が第１号被保険者資格取得
（平成２１年４月２４日付）の届出を中野区役所で行い、
国民年金被保険者関係届書が中野社保に送付された際、当
該届書の氏名欄に記載の不備があったが、気付かずに共同
事務センターに処理を委託したため、処理されずに返戻さ
れた その後 返戻された届書の入力処理を中野社保で行

○中野社保での届書審査時の氏名欄の確認が不十分であっ
たため、記載誤り及びフリガナの記載漏れに気付かないま
ま、入力委託のため共同事務センターへ回付していたこ
と。
○共同事務センターより当該届書が返戻された際の確認不
足により入力処理を漏らし 処理結果のチェック及び決裁

１名 0

○平成２１年７月２４日、被保険者が来所した際、国民
年金業務課長より経過説明と謝罪を行ったが了解を得ら
れなかった。
○平成２１年７月２４日、入力もれとなっていた第１号
被保険者資格取得届を入力し、納付書を速達で郵送し
た。
○平成２１年７月２７日、国民年金業務課長が被保険者
に電話連絡し 再度 経過説明と謝罪を行ったが 文書

○平成２１年７月２４日に課内会議を開催し、当該事象
の事務処理誤りについて周知するとともに、届書受付時
の審査及び共同事務センターから返戻された届書等の進
捗管理について徹底した。また、処理結果リストの

れた。その後、返戻された届書の入力処理を中野社保で行
わなかったことから、当該被保険者宛に第１号被保険者資
格取得勧奨状が誤って送付されてしまった。

足により入力処理を漏らし、処理結果のチェック及び決裁
時の確認も不十分であったため、入力漏れを見落としたこ
と。

に電話連絡し、再度、経過説明と謝罪を行ったが、文書
で回答してもらいたいとの申出があり、了解を得られな
かった。
○詫び状を作成し被保険者宛送付した。（7/29）

チェック及び決裁時の確認について改めて徹底した。
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250
国民年金被保険者異動
関係届の入力漏れ及び
入力誤りについて

沖縄 那覇
平成２０年

度
H21.7.23

　市役所から報告のあった国民年金被保険者異動関係届に
ついて、９件の入力誤り及び入力漏れが判明した。
そのため、国民年金納付書の発送が遅延した。

①事務センターへの入力委託届書の範囲についての認識誤
り。（法定免除関係について）
②入力委託届書のセンター返戻後における入力不可の届書
について、未処理にかかる事務処理が十分認識されていな
かったこと。
③事務センターへの適用関係入力委託業務について、担当
者止まりの処理になっており、課長決裁を受けずに編綴さ
れていたこと。

９名 0

　糸満市役所から指摘があった関係届の前後の期間にお
ける全ての届書（平成20年度分全て）について、入力漏
れ等が無いか再確認を行った。事務処理誤りがあった９
名の被保険者および糸満市役所に経緯の説明・謝罪を行
い、該当被保険者に対し納付書の手渡し及び法定免除抹
消後における申請免除の受理を行った。

　集約事務センターへの委託可能な届書について再度周
知徹底を行い、センターから返送された各種届書につい
ては必ず決裁を受けること及び入力不可（返戻）分の補
正処理の徹底について課内会議で注意喚起を行った。ま
た、適用関係届等に係る進捗管理について、市町村から
の受付、事務センターへの送付、返送、未処理の補正処
理、完結までが把握できる進捗管理簿（受付簿）を作成
し、毎月初旬に担当課長が点検・確認を行うことを徹底
した。

251
国民年金被保険者関係
届(申出・申請）書の 東京 品川

平成20年6月
中旬

H21.6.10

○平成20年5月21日、被保険者本人より平成20年5月14日を
変更年月日とする、三号から一号への種別変更の申出書を
区役所において受理。平成20年5月30日、区より進達さ
れ、入力委託へと送り込みを行なった。6月半ば、３号の
記録がなかったため種別変更での入力が出来ず、エラー分
として返戻された。担当が補正入力をするため申出書の写

○担当者は後で補正処理をしようと写しを取ったものの、
不注意により処理済の書類と混在してしまい、そのまま失
念してしまったこと。
○担当者が補正処理分の進捗管理をしておらず 決裁を回

1名 43,230

○品川社保では担当者に事情聴取の上、国民年金業務課
長より被保険者に早急に連絡し、謝罪及び説明を行うこ
ととしている。（6/15）
○国民年金業務課長が被保険者に電話連絡。事情説明及
び謝罪を行い 未納となっている平成２０年５月分～７

○国民年金業務課の職員全員に事象を周知し、入力委託
時にエラーとなった届書に係る、複数担当者での進捗管
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入力処理漏れについて
中旬

写
しを取ったものの、処理がされることなく、机の中にしま
いこんでしまった。その結果、平成20年5月分以降の保険
料が納付告知されていなかった。
※納付告知されていなかった保険料額：４３，２３０円
(平成２０年５月～７月分保険料相当額)

○担当者が補正処理分の進捗管理をしておらず、決裁を回
していなかったため、上司が補正処理漏れを発見できな
かったこと。

43,230 び謝罪を行い、未納となっている平成２０年５月分～７
月分保険料の納付書を送付するので納付していただくよ
う説明し、了解を得た。同日納付書発送する。（7/8）

、複数 捗
理を行うこととした。

252
国民年金被保険者関係
届(申出・申請）書の
入力処理漏れについて

東京 品川
平成20年8月

中旬
H21.6.10

○平成20年7月25日、被保険者本人より平成20年7月15日を
変更年月日とする、３号から１号への種別変更の申出を区
役所において受理。平成20年8月1日、区より進達され、入
力委託へと送り込みを行った。8月半ば、種別変更年月日
に整合性がなかったため入力が出来ず、エラー分として返
戻された。担当が補正入力をするため申請書の写しを取っ
たものの処理がされることなく、机の中にしまいこんでし
まった。その結果、平成20年7月分以降の保険料が納付告
知されていなかった。
※納付が遅延した保険料額：２８，８２０円（平成20年7
月分、8月分）

○担当者は後で補正処理をしようと写しを取ったものの、
不注意により処理済の書類と混在してしまい、そのまま失
念してしまったこと。
○担当者が補正処理分の進捗管理をしておらず、決裁を回
していなかったため、上司が補正処理漏れを発見できな
かったこと。

1名 28,820

○品川社保では担当者に事情聴取の上、国民年金業務課
長より被保険者に早急に連絡し、謝罪及び説明を行うこ
ととした。（6/15）
○国民年金業務課長が被保険者に電話連絡。事情説明及
び謝罪を行い、未納となっている平成２０年７月分及び
８月分保険料の納付書を送付するので納付していただく
よう説明し、了解を得た。（6/24）
※当該保険料は８月２８日に納付されたことを確認済
み。
※国年業務課では、他に同様の書類がないか再チェック
を行い、今回判明分以外には未処理がないことを確認し
た。

○国民年金業務課の職員全員に事象を周知し、入力委託
時にエラーとなった届書に係る、複数担当者での進捗管
理を確実に行うこととした。

253
国民年金記録整備時に
おける資格喪失年月日
入力誤りについて

東京 江戸川 H7.3.20 H21.5.15

平成７年３月、国民年金第１号被保険者が平成７年３月１
日付けで厚生年金の資格を取得したことに伴い、国民年金
記録を整備する際、資格喪失年月日を「平成７年３月１
日」とすべきところ、誤って「平成６年３月１日」と入力
処理していた。それにより、平成６年３月分～平成６年７
月分納付済保険料が過誤納となったため還付処理し、平成
６年８月～平成７年３月までの全額免除記録を取消してい
た。

○国民年金記録整備時に厚生年金記録の確認が不十分で
あったこと。
○処理結果リストのチェック及び決裁時の確認が不十分で
あったため、入力誤りに気付かなかったこと。
○還付処理時、全額免除取消処理時に被保険者記録の確認
が不十分であったため、入力誤りに気付かず、そのまま処
理していたこと。

1名 54,900

○江戸川社保の国民年金業務課係長が窓口で被保険者に
経過説明及び謝罪を行った。また、平成６年３月分～７
月分保険料の納付、及び平成６年８月～平成７年３月ま
での全額免除の取扱いにつき、東京事務局と協議の上、
連絡させていただきたい旨伝えた。(5/18)
○東京事務局年金調整課と協議の結果、資格喪失日を平
成７年３月１日に訂正することとし、還付金については
支払いが行われた日の翌日から１０年経過しているた
め、還付決定の処分を取消し、返納決議は行わないこと
とした。また、平成６年３月分～平成６年７月分保険料
については、誤還付であることから納付記録を追加し、
平成６年８月分～平成７年２月分については全額免除記
録を追加とすることとして、処理を行った。(6/12)
○国民年金保険料係長が被保険者宅を訪問し、経過説明
及び謝罪を行い了承を得た。(6/15)

○江戸川社保では、当該事象を担当課職員全員に周知
し、被保険者記録整備時における適正な事務処理の徹底
について、改めて注意喚起した。
※現在は、国民年金加入者が厚生年金の資格を取得する
と、厚生年金資格取得日付けで国民年金を自動的に喪失
するシステムになっており、当該事象は起こらない。

①平成20年12月、国民年金第3号被保険者該当届の入力処
理に当たり 氏名の姓の漢字を誤って入力したため 共同

○一宮社保からの連絡を受け、品川社保国民年金業務課
の担当者が被保険者の母に電話で謝罪を行う。上司から
の説明を求められ、国民年金業務課長が何度か架電する
も留守電のため、話ができず。（1/6）
○担当者が直ちにＰＣ入力により第3号被保険者該当通知
書を再作成し（1/6）、年金手帳及び課長名の謝罪文とと
もに速達で被保険者あて送付する。（1/7）

度 宮社保 連絡を受 年金業務課

254
国民年金第3号被保険
者該当届の氏名入力誤
り等について

東京 品川 H20.12.15 H21.1.6

理に当たり、氏名の姓の漢字を誤って入力したため、共同
事務センターより氏名を誤った第3号被保険者該当通知書
が被保険者宛に送付されていた。
②平成21年1月、氏名の入力誤りが判明したため、ＰＣ入
力により氏名を訂正した当該通知書（Ａ４版）を再作成し
た。年金手帳が発送前であったため、正しい氏名により年
金手帳を再交付し課長名の謝罪文書、再作成した当該通知
書と共に送付した。ところが、当該通知を再作成した際、
資格取得年月日を「平成20年10月4日」とすべきところ、
「平成32年10月4日」と誤って記載していた。

①第3号被保険者該当届の入力時に、届書と入力画面の確
認が不十分であったこと。処理結果リストのチェック及び
決裁時の確認においても不十分であり、入力誤りを見落と
したこと。
②第3号該当通知書の氏名誤りが判明し、担当者が当該通
知書をＰＣ入力により再作成する際、内容のチェックが不
十分であり、記載誤りを見落としたこと。

1名 0

○再度の一宮社保からの連絡を受け、国民年金業務課長
が被保険者の母に電話した際、資格取得年月日の誤りに
ついて指摘があり、改めて経過説明及び謝罪を行い、当
該通知書の差替えをお願いするが、被保険者の母は、担
当者の処分と担当課長が自宅(愛知県)まで謝罪のため訪
問すること求め、了承を得られなかった。同日、次長よ
り電話で被保険者の母に謝罪を行うも、了解を得られな
かった。(1/8)
○所長より被保険者の母あて連絡し、経過説明及び謝罪
の上、担当課長が謝罪に自宅まで伺うことはできないこ
と、上部組織に今回の件について報告し、場合によって
は当事者に処分が下される旨を伝えたが、被保険者の母
は担当課長が自宅まで謝罪に来るべきであるとし、了承
を得ることはできなかった。(1/13)

○全職員に事象の周知・注意喚起を行い、処理結果リス
トのチェック及び決裁時の確認を複数担当者で確実に行
うよう改めて徹底した。
○文書を作成し、発送する際は、必ず複数担当者で内容
の確認を行ってから封入・封かんを行うよう改めて徹底
した。
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255
国民年金任意加入被保
険者に係る資格喪失処
理誤りについて

神奈川 横浜南 H21.3.11 H21.4.13

６５歳未満喪失予定年月日到達リスト（平成21.3.10）が
配信される。このリストに基づき平成２１年３月１１～平
成２１年３月１２日に職権で喪失入力を行った。しかし、
上記リストの中に満額の老齢基礎年金を受給するのに必要
な納付月数を満していないものがあった。

平成１７年３月２９日付庁保発第0329004号「国民年金法
等の一部を改正する法律等の施行に伴う実施事務の取扱い
について（通知）」の取扱いを錯誤していたため。

22名 0

満額の老齢基礎年金を受給するのに必要な納付月数を満
たさない者の喪失を取消するとともに、戸別訪問等によ
り詳細に説明のうえ謝罪し、今後の保険料納付の意志が
ない者２０名からは資格喪失申出書を受理し、死亡者に
ついては死亡届を受理した。引続き納付を希望された者
１名については納付書を送付することとした。
これらの対応で全ての被保険者（遺族を含む）からご理
解を得た。

課内会議を開き、平成１７年３月２９日付庁保発第
0329004号「国民年金法等の一部を改正する法律等の施行
に伴う実施事務の取扱いについて（通知）」の周知をす
るとともに、横浜南社会保険事務所役付会議においても
同様の注意喚起を図った。

256
国民年金第3号被保険
者資格取得届の入力誤 栃木 栃木 H21.6.3 H21.8.18

東京都中野区在住の被保険者の方は自分の年金加入記録等
の確認のために中野社会保険事務所に出向き年金記録を見
せられたところ第3号届をした覚えはないにもかかわら
ず、第3号に種別が変更され、しかも中野区から転出した
こともないのに住所変更されていることに不審を懐き、住
所変更された先の管轄社保である当所へ中野社保の国民年

下都賀郡岩舟町在住の被保険者の方の第3号届の基礎年金
番号が未記入であったため、氏名検索を行なった結果、同
姓同名・同生年月日の別人の基礎年金番号を当人の番号と

１名 0

中野社保及び栃木社保の国民年金業務課長が連携をと
り、２名の被保険者にお詫び及び今後の対応方針を中野
事務所窓口及び電話にて説明。同時に口座振替の前納扱
いについて、国民年金事業室に協議を依頼し、口座振替1

＜栃木社保の対策＞
入力処理は事務センターであるため、非常勤職員も含め
全職員に研修を実施し、再徹底をした。
さらに、氏名索引についての２重チェック体制を徹底。
＜栃木事務局の対策＞
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誤
りについて

所変更された先の管轄社保である当所へ中野社保の国民年
金課長から下都賀郡岩舟町在住の被保険者の方の基礎年金
番号を含めて第3号取得届書の原議確認の電話が入り、他
の方の基礎年金番号で第3号届の処理を行ったことが判
明。

姓同名・同生年月日の別人の基礎年金番号を当人の番号と
判断して、第3号届の処理を行なったことによる。

0 、 民 議 頼 、 振
年前納額での現金領収可の回答を受ける。10月16日に中
野社保で前納額領収を確認した。

＜栃木事務局の対策＞
本事務処理誤りは特に初歩的なものであるため、全事務
所において事務処理の基本的な体制・内容の再周知を事
務連絡及び収納対策委員会において実施.。

257

国民年金保険料納付記
録の照会について（回
答）本文のお客様氏名
誤り

福岡 大牟田 H21.9.30 H21.10.16
「国民年金保険料納付記録の照会について（回答）」の本
文中にあるお客様の名前を誤って記載し送付したもの。

パソコンで回答を作成する時に、同じような事案の回答の
文面を利用し作成し、保険料納付期間等は正しく入力した
が、お客様のお名前を前の事案のお客様のままで訂正し忘
れたもの。担当者、主管課長、所長と発送前に３重チェッ
クを行っていたが、本文中のお客様の名前を見落としてし
まったもの。

1名 0

１６日事務所で国民年金業務課長がお客様と面談し謝罪
し説明をするが理解を得られず。文面を訂正した「国民
年金保険料納付記録の照会について（回答）」をお客様
に渡し間違い分を回収しようとするが拒否される。１９
日午後７時頃、総務年金給付課長が訂正した「国民年金
保険料納付記録の照会について（回答）」を持ちお客様
の自宅を訪ねるが、マンションの１階の玄関インターホ
ンで面談及び回答書の受理を拒否され、２０分ほど苦情
を受ける。２１日訂正した「国民年金保険料納付記録の
照会について（回答）」をお客様へ郵送した。

郵送する時に宛名はもちろんのこと、本文内容等につい
ても担当者、主管課長、所長で３重にチェックしていた
事を再度徹底する。被保険者の氏名等でお客様の名前は
明記しているので、本文中は「お客様」と表記し間違い
を防止することにした。

258
記録照会回答票及び国
民年金納付記録の誤送
付について

神奈川 藤沢 H20.4.2 H20.4.2

　Ａさん(ご両親と思われる)より学生納付特例申請書の送
付依頼と、Ｂさんより記録照会回答票及び国民年金納付記
録の送付依頼が同日付であったが、封入の際、送付書類等
を逆に封入し送付した。

　同時に２種類の送付依頼を受け、準備の際、名前の頭文
字が同一であったこともあり、確認不足により送付してし
まったと思われる。

1名分 0

　４月１１日にAさんから文書が返送され、Ｂさんの基礎
年金番号記録上の電話番号へ何度か連絡するも不在のた
め、４月１４日に再度連絡したところ連絡がとれたた
め、経過を説明した。
　また、謝罪の訪問について伝えたところ、時間もない
し、意味もないと拒まれたため、記録照会回投票及び国
民年金納付記録と謝罪文を送付し、届いた頃に電話連絡
することで了承を得た。
　Ａさんへは電話番号不明のため、謝罪文を送付し、直
接訪問することとしたが、Ａさんより、電話連絡があ
り、詳細を説明。
　訪問については不要とのことで改めて謝罪と再発防止
を伝えるとともに、誤送付した記録照会回答票及び国民
年金納付記録を返送していただくようお願いし了承を得
る。

再発防止策として、今回の事象を全職員へ周知し、送付
依頼を1件ごとにクリアファイルに入れて管理し、1件ご
とに処理を行なうことを徹底した。

○平成21年4月13日午後6時頃、20歳職権適用者Ａの父親
から別人の年金手帳が同封されている旨電話があった。
即日取りに伺いたい旨説明したが、相手方が明日（14
日）の午前中を指定されたので、14日に国年二課長がＡ
宅に出向き、経緯の説明と謝罪を行い了解を得た。その
場で誤送付の年金手帳を受け取った。引き続き、受け
取った年金手帳Ｂの自宅へ出向き説明のうえ 送付され

○八代社会保険事務所では所長から担当課長及び国民年
金収納指導員 対 注意を行 た

259
年金手帳の誤送付につ
いて

熊本 八代 H21.4.9 H21.4.13

国民年金20歳職権適用に係る納付書と年金手帳の送付を受
けた被保険者の父親から、別人の年金手帳が入っていたと
の連絡があり確認したところ、封入の際、誤って別人の年
金手帳を混入させていたことが判明した。

○２０歳職権適用被保険者に送付する納付書と年金手帳を
窓あき封筒に封入する際、保険料が既に納入済みになって
いないかを端末で確認する作業と封入する作業を、同時
に、しかも一人で行っていたため、納付書と年金手帳の氏
名を正確に確認しないまま封入し、加えて、封緘の際に、
封入者以外の者による再確認が行われなかったことによ
る。

４名 0

取った年金手帳Ｂの自宅へ出向き説明のうえ、送付され
た年金手帳を確認したところ、別人Ｃの年金手帳であっ
た。そのため、Ｃの自宅へ出向いたが不在であった。4月
15日に再度Ｃ宅を訪問し父親に謝罪を行うとともに年金
手帳を渡した。Ｃに送付した書類は、本人が持って出て
いるため確認が取れなかった。
4月14日にＤ宅に電話確認したところＡの年金手帳が入っ
ていた。また、Ｅ宅に電話確認したところ本人分とＤの
年金手帳が入っていた。4月15日にＥ宅を訪問し、謝罪す
るとともにＤの年金手帳を受け取った。Ｄ宅を訪問し、
謝罪するとともに本人の年金手帳を渡し、Ａの年金手帳
を受け取った。Ａ宅に赴き、経過を説明するとともに年
金手帳を渡した。
5月１日にＣに電話連絡を行い確認したところ納付書のみ
が送られて来ていたとの回答を得た。

金収納指導員に対し、口頭にて注意を行った。
○担当課長は、複数確認を行っているかの確認を確実に
実施すること。
また、発送時に「郵便差出整理表」を作成し、複数確認
を行っているか確認を行うよう指示を行い、適正な事務
処理の徹底を図った。
○熊本社会保険事務局では、４月２８日の局・所長会
議、５月８日の庶務課長会議において、適正な事務処理
の徹底について改めて指示した。

53 ページ



260
国民年金リーフレット
の誤送付について

福岡 西福岡 H21.4.24 H21.5.25

　平成２１年５月生まれの２０歳到達者に対し適用勧奨文
書を送付した際、前年度分の保険料額が記載された「２０
歳になったら国民年金」のチラシを一部の対象者に誤って
発送したことが判明した。

担当者が準備し、賃金職員が封入封緘して郵送したが、本
来４月に廃棄したはずの旧年度チラシが混入し誤って一部
の対象者に送付されたもの。

１名 0
混入した数が不明のため、勧奨対象者全員に正しいチラ
シとお詫びの文書を５月２８日に送付した。

全ての封入物の内容について、作業前に必ず複数人での
チェックを行う事を再確認した。
連絡会議（５月２５日）において、国年課以外の課にも
使用できなくなったチラシ等について、早急にチェック
と廃棄処分をするよう指示した。

261
年金手帳の誤送付につ
いて

兵庫
事務セン

ター
H21.6.12 H21.6.18

平成21年6月12日、職員が年金手帳再交付申請書を入力処
理し、作成した年金手帳を送付する際、間違って別人に送

 通常、年金手帳再交付申請書処理の際には手帳と宛名
シールを作成し送付するが、本件、申請者については住所
が不一致であったため、送付用封筒を手書きで作成して送
付することとなった。その際、同時期に入力した（前後に
入力したと思われる）他の届書（年金手帳記号番号登録申 1名 0

　平成21年6月18日、手帳送付者については、本人が西宮
市役所に来所の際、窓口にて謝罪のうえ本人了解を得て
年金手帳を回収した。
送付できていなかった者には、平成21年6月19日、市役所
より年金手帳現物が西宮社会保険事務所に届いた後、１
４時頃本人携帯に電話留守電伝言 １６時頃再架電する

 当事務局及び管内社会保険事務所職員を対象に今回の事
務処理誤りを周知するとともに、年金手帳送付の際、2人
以上によるチェックが徹底できていなかったため、発送
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いて ター
、 帳 、 違

付した。（西宮市在住者）
帳 番 録

出書）の住所・氏名を見て誤作成してしまった。送付する
ものは1件のみであったため複数名点検も行わず、間違い
に気づかないまま封入送付したと思われる。

0 ４時頃本人携帯に電話留守電伝言、１６時頃再架電する
も繋がらず、西宮社会保険事務所にて年金手帳を受け
取った後、１７時４５分頃本人宅へ赴いたが、留守のた
め年金手帳及び詫び状をポストに投函した。

、
の際は2人でチェックの上封入し送付することを再徹底し
た。

262
ファクシミリの送信誤
りについて

神奈川 小田原 H21.7.20 H21.7.24

・Ａ氏からの「国民年金保険料納付記録の照会申出書」に
より昭和社会保険事務所に国民年金記録調査依頼のＦＡＸ
を送付。旧課所符号の冊子によりＦＡＸ番号を確認送付し
たため、現在使用されているＢ氏宅ＦＡＸに送信されてし
まった。

・庁ＬＡＮでの事務局・社会保険事務所住所一覧により最
新の電話番号・ＦＡＸ番号の確認をせず、旧課所符号によ
りＦＡＸにて照会をしてしまった。

１名 0

・誤った電話番号（誤送先）に電話にて謝罪。
・送信されたＦＡＸにつき返送依頼をするに、誤送先の
Ｂ氏宅では紙の無駄をなくすため最新の電話機であり画
面確認により確認し必要のあるもののみ印字するとのこ
となので、削除を依頼了承を受ける。

・旧課所符号冊子の廃棄し随時最新の事務局・社会保険
事務所住所一覧により確認し、なおかつ２人以上で番号
確認のうえＦＡＸの場合送信する。
・庁ＬＡＮメールを使い対応する。

・「ねんきん特別便回答票」の受付番号は 国民年金に

263
ねんきん特別便回答票
に対する回答書の誤送
付について

石川 小松 H21.8.7 H21.8.10
国民年金第3号被保険者期間に対する回答書の封筒作成す
る際にパソコン受付簿より検索し同姓同名の別人の住所へ
誤って送付した。

　国民年金業務課から「回答書」のみ回付されるので総合
相談室において送付用封筒を作成するため、本人から提出
された「ねんきん特別便回答票」原議の抽出作業をパソコ
ン管理受付簿で検索した。
　しかし、「ねんきん特別便回答票」提出後に氏名変更さ
れ、氏名変更後のＷＭデーターに基づき「回答書」を作成
してあったため、氏名変更後の氏名で検索し、住所、生年
月日、基礎年金番号の確認を怠り、同姓同名の別人の原議
を基に住所を記載し、複数人の確認を得ないまま送付した
ことによる。

2名 0

誤って送付された年金受給者の夫に対し、総合相談室長
が経過を説明のうえ謝罪し了解を得、誤送付した回答書
を回収した。
本来送付される年金受給者宅へ総合相談室長が出向き、
本人に対し経過を説明のうえ謝罪し、回答書を手渡し了
解を得た。

・「ねんきん特別便回答票」の受付番号は、国民年金に
関する照会内容の場合でも国民年金業務課において新た
に付番せず、同じ番号で管理し、国民年金の回答書を作
成することとした。
・調査者は、本人から提出された「ねんきん特別便回答
票」に記載された氏名、生年月日、住所、基礎年金番号
とＷＭ情報が既に変更されていることを確認した場合は
基本情報ハードコピー印字しその旨を記載し付箋を貼る
こととし、決裁者及び送付準備者に確実に情報が伝達で
きることとした。
・国民年金のみの照会申出の場合で被保険者記録照会回
答票（096-1）の出力を要しない場合でも総合相談室での
決裁を受けたものを送付することとした。
・所内役付会議にて事象を報告し、個人情報の漏洩事件
となったことの重大性を認識し、確実な照合点検を実施
するよう職員周知をはかった。

264
国民年金の年金記録に
係る照合結果の誤送付
について

兵庫 加古川 H21.8.10 H21.8.11

8月10日に被保険者宛送付した「国民年金の年金記録に係
る照合結果のお知らせ」の中に、別人の被保険者の年金記
録（「被保険者記録照会」ハードコピー）を混入して送付
していた

発送物の点検及び封入時に複数にて確認して発送したが、
後日送付予定の被保険者の年金記録（「被保険者記録照
会」ハードコピー）の引き抜きと封入前の点検が不十分で
あったことが原因

1名 0

○平成21年8月11日、別人記録が混入して送付された被保
険者宅を訪問して謝罪を行い、理解を得た。また、別人
の被保険者の年金記録（「被保険者記録照会」ハードコ
ピー）を回収した。
○誤送の被保険者に対し 後日 謝罪に赴く予定 8月17

＜加古川社保の対策＞
○発送物の点検及び封入時の複数確認を再徹底し、誤送
付の無いよう職員周知を行い、再発防止に努める。

していた。 あったことが原因。 ○誤送の被保険者に対し、後日、謝罪に赴く予定。8月17
日、被保険者自宅へ訪問して謝罪を行い、理解を得た。
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265
国民年金納付書の誤送
付について

愛知 岡崎 H21.8.28 H21.8.28
　国民年金の納付書を送付する際、誤って別人の納付書を
同封していたことが、返信された納付書に同封のメモ書き
から判明した。

岡崎市役所の取得届者リストの遡及取得者から、備考欄に
分割納付書の送付依頼があり、平成２１年８月２０日に作
成した納付書を封入する際、同時期に作成した別の被保険
者の納付書を同封した。封入前に二重チェックを怠ったた
め。

１名 0

○　封筒で返信された納付書に同封のメモ書きから、誤
送が判明した。同日、訪問したが、不在のため会えな
かった。

　９月１８日(金)に再訪問等をしたが不在のため帰庁後
電話、両名に今回の誤送付について経過説明、お詫びし
了解を得ました。

国民年金納付書の再交付に係る封入、封緘においては必
ず２名以上の職員で対応することを再確認した。

266
国民年金第３号資格取
得届の誤送付について

滋賀 大津 H21.10.8 H21.10.9
国民年金第３号資格取得届を事業所へ返却する際、送付先
事業所とは別の事業所へ返却する国民年金第３号被保険者 送付前の確認不足によるもの｡封入封緘時の確認漏れ。 １名 0

国民年金課長と担当者で、誤送付先事業所へ赴き、連絡
をいただいたことへの御礼及び誤送したことへの謝罪と
誤送書類の回収をした。
国民年金課長と国民年金調査官で、正しい送付先事業所
へ赴き部長と面談し 経過説明のうえ謝罪し ご了解を

送付前の事前チェックの徹底。封入封緘時の複数職員に
よる２重チェックを徹底した
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得届の誤送付について
民

資格取得届も同封し送付した。
緘 0 へ赴き部長と面談し、経過説明のうえ謝罪し、ご了解を

得た。
なお、本人は長期出張で不在のため、部長より説明して
いただけるとのことでお願いした。

よる２重チェックを徹底した。

267
国民年金保険料納付記
録照会についての回答
書の誤送付について

岩手 一関 H21.10.27 H21.10.28
「国民年金保険料記録の照会について（回答）」を誤って
他人あてに送付した。

厚生年金保険の期間照会の回答書作成業務を全事務局体制
で行なっている中で、その発送業務の際の内容チェック等
が十分でなかった。

１名分 0

・28日に住所地（江刺区）の管轄である一関事務所へ相
手方の対応等を依頼した。それを受けて一関事務所業務
次長が誤送付先を訪問し、丁重に謝罪のうえ誤送された
「国民年金保険料納付記録の照会について（回答）」を
回収した。
・その後、同区の本来の送付先を訪問し経過を説明し丁
重に謝罪し、「国民年金保険料納付記録の照会について
（回答）」を手渡した。

発覚した時点で、運営課より全職員に対して、あて先と
内容物の確認を複数で行うよう徹底した。

268
国民年金被保険者納付
記録の誤送付

沖縄 那覇 H21.11.25 H21.11.27

国民年金被保険者Ａ様からの通報により、別人の国民年金
納付記録が送付されていることが判明。平成21年11月26日
夕刻、Ａ様より架電があり、先日依頼した国民年金納付書
に他人の納付記録が同封されている旨連絡有り。Ａ様は
11/25、電話にて未納期間の納付書（Ｈ21.9分）と国民年
金納付記録の内訳の分かる資料を当事務所へ依頼し11/26
に届いたが、納付書は自分のものであったが納付記録は別
人のものであったとして連絡があった。

Ａ様からの電話により「納付書の再交付」および「納付記
録の内訳」の送付依頼があり、応対した非常勤職員は納付
書の作成が可能である職員（謝金職員）に納付書の作成を
依頼し、自ら納付記録の出力を行い、作成依頼した納付書
と併せて納付記録を封入した。しかし自らが打ち出した納
付記録が別人であることに気づかず、同封する納付書の氏
名等との確認を怠り、また郵送時のチェック（二重チェッ
ク）も不十分であったため、別人のものを誤送付すること
となった。

2名 0

平成21年11月27日、Ａ様自宅を訪問し謝罪を行う。Ａ様
の国民年金納付記録を手渡し、誤送があった納付記録の
返付を求めるも友人宅で既に廃棄したとして返付できる
ものはないとのことだった。確認のため同日、再度関係
書類が残ってないか確認を依頼した結果、封筒のみが
残っていたとして封筒のみ回収した。平成21年12月1日Ｂ
宅を訪問し謝罪及び経過説明を行った。本人より文書で
の経緯説明及び謝罪等の要求があり、後日、持ち帰り対
応することとなった。平成21年12月3日本人宅へ架電し、
再訪問の日程について調整を行い12月7日（月）で調整。
今後、文書を持参し改めてお詫びを行うこととする。平
成21年12月7日Ｂ様宅を訪問、本人及び配偶者と面談し、
所属長名での文書を手渡し、改めて経過説明及び謝罪を
行い本人より了解を得た。

被保険者等に関する関係書類の送付については、必ず被
保険者本人の書類等であるか、別人の書類等が含まれて
いないか、氏名・住所等の確認を徹底することとし、納
付書及びその他の文書等を一緒に送付する場合は、別々
の担当者がそれぞれ取り扱うことなく、一人の担当者が
最期まで責任を持って取り扱うこととする。また郵送時
の確認においては複数名で郵便物の確認を徹底し再発防
止を図ることとし、朝礼及び課内会議において注意喚起
を図った。

269
第３号被保険者該当届
の提出に係る説明漏れ
について

東京 武蔵野 H19.7.13 H21.7.21

○平成１９年７月、老齢年金受給要件の相談に来所された
被保険者に対し、本人の加入状況は確認したものの、配偶
者の厚生年金加入状況と本人の収入状況等の確認不足によ
り第３号被保険者特例制度の説明が行われなかった。被保
険者は平成２０年１１月に西東京市市役所に相談をした際
に特例制度の存在を知り 同月第３号被保険者該当届及び

○年金相談時に、対応者が被保険者本人の公的年金加入記
録の確認だけを行い、相談時に同席していた配偶者の厚生
年金加入状況と本人の収入状況等の聴取を行わなかったた
め、第３号被保険者に該当するかの確認が行われず、適切
な届出に係る説明がされなかったことによるものと思われ

1名 0

○武蔵野社保の総合相談室長が被保険者に事情説明及び
謝罪を行った。交付された相談資料と届書の控えにより
相談時においても適切な説明と指示がされていれば、届
出が可能であったと思われるため、上級庁と協議をさせ
て頂く旨説明し、後日回答を行うことで了承を得る。
（7/21）
○東京事務局年金調整課に協議を依頼する。（8/31）年
金裁定中。
○協議の結果 第三号該当届・特例届とも平成17年4月1

○相談担当職員及び年金給付課職員全員に当該事象を周
知し、受給資格の確認を行う際は、配偶者の年金加入状
況と、第３号被保険者の要件の該当の有無の確認を必ず
行う事を徹底したに特例制度の存在を知り、同月第３号被保険者該当届及び

第３号被保険者特例届の届出を行ったが、届出が遅れた結
果、受給権の発生が遅延した。

な届出に係る説明がされなかったことによるものと思われ
る。

○協議の結果、第三号該当届・特例届とも平成17年4月1
日の申し立てとして取り扱うこととした。(11/13)
○総合相談室長より相手方に対し電話で改めて謝罪する
とともに、今後の再裁定処理について説明し了解され
る。(11/13)

行う事を徹底した。
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270
国民年金の任意加入月
数の説明誤りについて

鳥取 米子 H19.8.13 H21.5.12

　平成１９年８月１３日に国民年金任意加入の手続きを
行った際、本来５６月任意加入の必要であったが、合算対
象期間の計算を誤り、１８月で受給権が発生する旨を説
明。特例任意加入の加入処理を行っていたことが本人から
の年金請求の際判明。

平成１９年８月１３日、本人来所し、年金相談コーナーで
受給権の確認を行った際、合算対象期間の計算を誤り、３
８月不足した状態で喪失予定年月日を設定したため。

1名 0

所長・総合相談室長・庶務課長・国民年金第一課長が本
人及び夫と面談。事務処理誤りを深くお詫びし、年金の
受給資格を説明。任意加入を続けるか否かをご検討いた
だくよう依頼した。
なお、事務処理誤り判明後、本人の申し出により、厚生
年金保険の被保険者記録照会を行ったが、加入期間は判
明しなかった。
また、ご検討の結果、受給権確保のため任意加入を続け
ていただけることとなった。

＜米子社会保険事務所の対策＞
今回の事象を関係各課全職員に周知。特例任意加入の処
理については、事務センターへの進達前に複数人での
チェックを行い、所長確認後進達を行うことを再確認し
た。また、他に同様の事象がないかの再確認を指示し
た。
＜鳥取社会保険事務局の対策＞
鳥取社会保険事務局は、今回の事象を業務管理室及び鳥
取、倉吉事務所に周知し、受給資格満了に必要な要件の
厳重な審査について徹底した。

271
資格照会時の確認・説
明不足について

東京 府中 H19.12.18 H20.11.7

平成19年12月18日、被保険者の夫が妻の委任状を持参のう
え来訪し、適用課窓口において妻の年金記録の資格照会を
行った際、妻の国民年金被保険者記録には第3号→第1号→
第3号への種別変更届出漏れがあったが、窓口での確認及
び届出についての説明が十分に行われず届出が遅延した結

妻の年金記録の資格照会が行われた際、申出書の受付及び
回答書の交付時において十分な対応がなされていなかった
こと。
　厚生年金保険被保険者加入期間照会申出書の提出のみで
国民年金記録も含めた被保険者記録照会回答票(096）を交
付していたが、本来、国年記録にかかる被保険者記録照会 １名 0

○府中社保の所長、業務次長等が被保険者本人と面談
し、当時交付された回答票の提示を受けるとともにその
経緯を確認のうえ、当時の窓口対応に不十分な点があっ
たことについてお詫びした。遡及免除申請の可否につい
ては事務局に確認のうえお知らせすることとした。な
お、システムの不備を主張していることについては、
「国民の声」として事務局(本庁)へ提出する旨伝えた。
（20/11/20）
○当時対応した職員に聴取するとともに、資格照会票等

○被保険者資格照会にかかる事務については、マニュア
ルに基づき適正かつ親切・丁寧に行うよう指導した。な
お、３号から１号への種別変更については、システム上
把握できたとしても、本人から市町村への届出がなけれ
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明不足について び届出についての説明が十分に行われず届出が遅延した結
果、平成19年10月から平成20年6月までの第1号被保険者期
間について、免除申請手続きを行うことができなくなって
しまった。

、 、 録 録
については、国民年金担当窓口において対応し記録確認の
うえ回答票の交付を行うべきであった。
　また、対応者は夫に種別変更の説明をしようとしたが、
説明を聞いてくれなかったと述べていることから、交付し
た回答票の内容についての説明も不十分であったこと。

0 時対 職員 聴取す 、資格照会票等
の資料により、十分な対応がなされていなかったことを
確認した。（11/27）
○免除の申請について、東京事務局年金調整課に協議し
た。(12/1)
○協議の結果、平成19年度分の申請免除を申請させて差
し支えない旨の回答を得る。(12/9)
○業務次長より相手方に電話で連絡し、改めて謝罪する
とともに免除申請書を提出いただき、審査・決定のうえ

、
ば変更できないこととされているため、今後このような
誤解を招くのを防止するための要望を含め「国民の声」
として11月25日に事務局(本庁)へ提出した。

272
基礎年金番号照会に係
る回答誤りについて

千葉
電話セン

ター
H20.10.31 H21.5.28

市役所から千葉国民年金電話センターに、転入されたお客
様（以下、「Ａ様」とする。）の基礎年金番号確認の照会
があり、これに同姓同名、同一生年月日の別人（以下、
「Ｂ様」とする。）の記号番号を回答してしまったため、
市役所から提出のあった国民年金被保険者関係報告書に基
づき、事務局事務センターにおいて、Ａ様の住所変更処理
をＢ様の記録で行い、その後、Ａ様の厚生年金取得に伴
い、Ｂ様の国民年金記録が資格喪失となり、Ｂ様が既に口
座振替により納付していた平成２１年２月分保険料の還付
処理がなされ、平成２１年３月分以降の口座振替が終了と
なり、保険料が振替されていなかったことがＢ様の母から
の問合せにより判明した。

　 氏名索引による検索で、氏名、生年月日、旧住所等の
十分な確認を行わず、青森県に在住するＢ様の記号番号を
回答してしまったことから、市役所の住民基本台帳に誤っ
た基礎年金番号が登録され、市の国民年金課は、Ｂ様の基
礎年金番号で作成した「国民年金被保険者関係報告書」を
社会保険事務所に提出し、事務局事務センターにおいて、
当該報告書に基づき、国民年金被保険者の住所変更処理を
行ったことによる。
　その後、Ａ様が厚生年金の資格取得の際、市役所で確認
した誤ったＢ様の基礎年金番号を事業所に伝え、事業所を
管轄する甲府社会保険事務所において、厚生年金の資格取
得処理が行われたため、結果、Ｂ様の国民年金記録が自動
的に喪失となったことによる。

2名 0

　船橋事務所国民年金業務第一課長から、青森、甲府の
両担当課長に経過と今後の対応について連絡するととも
に、平成２１年６月１日、Ｂ様の母に電話により、謝罪
と事象の経過を説明し、平成21年2月分保険料の還付処理
を取消しすることを伝えた。また、Ａ様に対しては、謝
罪と事象の経過を説明し、３月に送付した還付請求書を
回収し了承をいただいた。
  平成２１年７月２２日、青森社会保険事務所長と担当
課長が被保険者宅を訪問し、改めて謝罪を行い、後日、
口座振替による早割金額で、領収に伺う旨伝えご了承を
いただいた。

千葉国民年金電話センター室長補佐から、電話センター
職員全員に対し、当該事象を周知するとともに、基礎年
金番号を特定する際、氏名、生年月日及び住所等、被保
険者情報で確実に行うよう改めて注意喚起した。

273
年金受給資格期間に係
る説明誤りについて

東京 江東 H20.11.22 H21.4.8

国民年金に特例高齢任意加入中の被保険者（平成２２年２
月１日資格喪失予定）が加入期間の確認で来所し、受給資
格期間を満たすために必要な加入期間を説明する際、あと
１５ヶ月間国民年金に任意加入する必要があった。被保険
者は昭和３６年３月以前の厚生年金期間７ヶ月を有してい
たものの、昭和３６年４月以降に厚生年金期間がないた
め、当該期間は合算対象期間として取り扱われない期間
だった。ところが、相談担当者は当該厚生年金期間を含め
て合計加入月数を計算し、受給資格期間を満たすための残
期間を少なく誤って説明したため、被保険者は平成２１年
７月頃に受給資格期間を満たせるものと受け取ってしまっ
た。

○被保険者の被保険者記録照会の基本画面には、資格喪失
予定年月日が平成２２年２月１日と登録されていたにもか
かわらず、相談担当者の確認不足により見落としてしまっ
たこと。
○昭和３６年３月以前の厚生年金加入期間は、昭和３６年
４月以降の厚生年金加入期間と合わせて１年に満たない場
合、合算対象期間には算入されないことになっている。相
談担当者は昭和３６年３月以前の厚生年金期間の取扱いを
十分に確認しないまま、当該期間を含めて相談時の合計加
入月数を求め、不足している月数を誤って説明してしまっ
たこと。

1名 0

○被保険者に対し、対応者が昭和３６年３月以前の厚生
年金加入期間は合算対象期間とならないため、国民年金
保険料納付済期間と免除期間を合計して３００ヶ月必要
である旨説明し、前回相談時の説明誤りについて謝罪す
る。（4/8）
○説明に納得できないとして被保険者の親族が来所した
際、対応者が誤った説明により誤解を招いたことを謝罪
し、昭和３６年３月以前の厚生年金加入期間を合算対象
期間とする場合の取扱いについて説明し理解を得る。
（4/16）
○被保険者宛に所長名の謝罪文を送付した。（4/27）

年金相談窓口担当者全員に合算対象期間の適正な取扱い
を再確認させた。また、記録確認をするときは十分注意
をし見落としのないようにするとともに、受給資格を確
認する場合は必ず合算対象期間を入力したうえで不足期
間の説明及び見込額の試算を行うよう徹底した。

274
国民年金種別変更届に
係る基礎年金番号の確
認誤りについて

秋田 業務管理室 H21.5.14 H21.7.1

　(別人を国民年金第１号被保険者として処理したもの)
市町村から届け出された国民年金「種別変更届」(第３号
から第１号への変更届)の処理が、同姓同名(漢字表記も同
一)、同一生年月日の別人に対して行われていた。

・市町村照会電話において、同姓同名(漢字表記も同一)、
同一生年月日の別人の基礎年金番号を案内した
ため市町村から誤った内容の届け出が行われ、その後の事
務処理においても確認が不十分であったことに
よる。

2名 0

・本来の第１号被保険者については、電話によりお詫び
と状況説明を行う(被保険者の配偶者からの問い合わせで
あったため、配偶者に対して実施済…7月1日)。その後も
状況説明のために電話連絡を行った。
　また、納付記録等の訂正を行った（7月10日訂正済）。
　定期便の誤送付分の確認回収等の対応も必要となるた
め、記録のハ－ドコピ－を持って直接ご自宅を訪問しお

・市町村照会電話において、氏名索引により検索された
基礎年金番号の案内を行う際の記録内容確認、
及び届書に記載された基礎年金番号の記録内容確認を徹
底する。特に住所が異なっている場合は、
市町村等、照会者(届出者)への確認を徹底する。

詫びと説明を行った（７月１６日）
・別人の基礎年番記録、国民年金記録については全て訂
正(第１号変更は取消)を行った（7月13日）。

･事務局としては、所長会議において今回の事象について
報告し、再発防止の徹底を図りました。
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275
手帳再交付手続きに関
する説明誤りについて

東京 大田 H21.6.30 H21.7.31

○平成２１年６月、被保険者が年金手帳の再交付申請で大
田社保年金相談室に来所した際、被保険者は年金未加入者
であり基礎年金番号未不番であった。本来、住所地の品川
区役所において国民年金加入手続きとともに再交付申請を
行わなければならなかったところ、相談対応者は大田社保
において再交付申請が可能であると説明し、付番処理票、
特別便登録関係処理票、年金手帳再交付申請書を渡し、住
民票を持って手続きするよう案内した。
○平成２１年７月、被保険者が大田社保国民年金窓口に来
所。再交付手続きは品川区役所になる旨の案内をしたとこ
ろ、前回の説明と違うとの申し立てがあり、大田社保にお
いて手帳再交付を行うよう求められ、国民年金資格取得届
の提出を拒否されてしまった。

○最初の来訪時、記録確認の上、６０歳未満のため国民年
金加入の説明を行い、住所地の区役所で手続きするよう案
内すべきところ、確認不足により手帳再交付手続きは大田
社保でもできると誤って判断したことによる。

1名 0

○大田社保の国民年金保険料課長が謝罪及び説明を行
い、本来品川区役所での手続きが必要なことを説明した
が、聞き入れてもらえず。品川社保に連絡し、資格取得
届を預かり品川で処理の上付番等の処理をする方向で調
整を図ったが、取得届の提出を拒否。（7/31）
○年金加入の義務及び保険料の免除制度等についても説
明を試みるが聞いてもらえず。品川へ相談してほしい旨
のことを伝えたところ、持参した書類一式を残し、品川
に行くと言い残し退庁された。経過について、品川社保
に連絡し、対応を依頼した。（7/31）
○被保険者より事務局企画課宛に苦情の電話があったた
め、大田社保に連絡し年金手帳の再交付及び送付等の対
応を依頼した。（7/31）
○大田社保において年金手帳を再交付し（8/3）、預かっ
ていた取得届、制度説明リーフレット、お詫び文書とと
もに被保険者宛送付する。（8/5）

○大田社保では当該事例について全課に対し周知を行
い、年金手帳の再交付手続き等については被保険者記録
を十分確認の上、的確な説明を行うよう徹底した。

276
学生納付特例申請書の
紛失について

大阪 枚方 H20.12.12 H20.12.12

 事務所窓口において提出された学生納付特例申請書に対
する決定通知がされず、処理状況を調査したところ未入力
状態であることが判明。再度本人に確認するところ、受理

　事務所総合相談窓口で受付した書類は、総合相談窓口担
当者が集約のうえ国民年金担当課の受付箱に持参すること
としているが、翌日、国民年金担当者が免除・猶予・学特 １名 0

　判明日以降事務所内における当該申請書を捜索するも
発見に至らず。また、枚方市役所での受付について調査
依頼するも受付の形跡が見当たらず申請書を確認するこ
とができない。

　事務所において総合相談窓口で受付した書類は、総合
相談担当者が午後６時に件数集計し、各課担当者へ引継
ぎを行い、夜間延長時間帯に受付した書類は７時以降に
担当課の専用箱に持参して管理・書類の流れを固定して
いるところだが 再度所内における書類管理の徹底を図
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紛失について
度 、

印が押印された申請書（写）をご本人が保管しており、当
該申請書を事務所内で紛失した。

、 、 民
と仕分けし管理しているが、今回の事象についてはどの時
点で紛失したのかの特定ができない状況である。

0
　平成２１年１月１５日本人自宅へ赴き、紛失したこと
に対する謝罪を行い謝罪文を手交した。また、申請者は
学生納付特例対象者ではないことを説明し了承を得た。

いるところだが、再度所内における書類管理の徹底を図
り、引き継ぎを行う際には集計票と現物を確実に確認し
再発防止に努めることとした。

57 ページ


